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開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１０名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、８番、波多恵理子議員、

１０番、大河原昭洋議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、一般質問を行います。 

  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 

  なお、一般質問は、会議規則第６１条第４項の規定により、一問一答方式によ
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り行い、質問、答弁を合わせて４０分以内とします。 

  それでは、受付順に、これより順次行います。 

  初めに、宮本行雄議員の質問を許します。 

  ５番、宮本行雄議員。 

○５番（宮本行雄）  おはようございます。議長の許可を得ましたので、通告に

従って質問を行います。 

  智頭町教育ビジョンの基本理念に、智頭町では、「子どもたちに人として生き

るための基礎・基本を確立したうえで、学びに向かう力を醸成し、まわりの人々

との関わりを大切にする豊かな社会性を築きながら、一人ひとりが持っているそ

の能力や適性を伸ばす教育を推進していきます。」とあり、めざす子ども像の具

体化方針が記載されてあります。 

  最初に、学校を支える教育環境の充実について伺います。 

  これまで、小学校統合、中学校校舎改築を機に、電子黒板やタブレット、学習

用ソフトウエアの導入、無線ＬＡＮ環境を整備しました。また、他町村に先駆け

て校務支援ソフトを導入し、負担を減らして、先生方が子どもと向き合う時間を

確保することにつなげてきました。今後の学習活動にＩＣＴを活用することが想

定されているため、ＩＣＴ支援員の配置等の人的支援も含め、環境の整備、効果

的な活用に向けた検討が必要ですとあります。 

  そこで、教育長に現在の小学校及び中学校におけるタブレット等の使用時間、

使用内容について伺います。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  おはようございます。宮本議員の質問にお答えします。 

  １人１台端末の効果的な活用ということで、タブレットのことなんですけれど、

それを所管の小中学校において既に取組を強化しております。 

  小学校においては、研修や職員のＯＪＴにより積極的な取組が進んでいるとこ

ろです。 

  中学校においては、令和５年度ＩＣＴを活用した、とっとり授業改革推進事業

の事業実施校として県から指定を受け、外部からの指導をいただきながら取組を

進めているところです。 

  ちなみに、数年前に文部科学省が令和時代のスタンダードな学校としてＧＩＧ
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Ａスクール構想を打ち出し、さらに昨今では、デジタルトランスフォーメーショ

ン、いわゆるＤＸとよく書かれていますが、として、次のフェーズに向けた取組

が始まっております。それは、このタブレットもそうなんですけど、単にアナロ

グのものをデジタルに置き換えるという、いわゆるデジタル化ではなくて、デジ

タル技術を活用して、カリキュラムや学習の在り方を革新するとともに、宮本議

員がさっき触れられたように、職員の業務や組織、プロセス、学校文化を革新し、

新しい時代に対応した教育を確立とするという、教育や学校に変容といいますか、

変革を起こすことが今求められている条件なんです。その意図するところを目指

して、本町の学校でも取り組んでいます。 

  さらに、ハイブリッド型授業の取組の報告も受けております。これは、教室で

先生と生徒が対面してを行う従来型の授業、それともう一つ、今度不登校の児童

や感染症等によって比較的長く欠席をするような子どもが自宅とか任意の場所で

受けられるオンライン授業を、その二つを組み合わせてやっている授業形式で、

これを既に取り組まれているところです。そして、今後も子どもの学習権を保障

する取組の一つになると私は考えております。 

  そのほかにも、取組の例としては、１人１台の端末を活用した朝の健康観察や、

それから教育相談の申込み、それからグーグルワークスペースとかジャムボード、

片仮名ばっかりなんですけれど、いわゆる子どもたちが協働して学ぶ、それから、

相互に自分の考えを言い合うというグループ協議に使う、それから、今、子ども

たちは人差し指とか親指だけでタイピングしている子が多いんですけど、子ども

たちだけじゃなしに、若い方もそうですが、やはりタイピングということはなか

なか大事だというふうに言われておりまして、タイピングソフト等を活用したキ

ーボード入力や基本操作のスキルの習得、それから、デジタルドリルというのの

個別最適な学びへの対応、それから、持ちかえりによる家庭学習の活用等を今実

施しているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  教育長より、タブレット端末、その他の様々な現状、活用

状況を今話していただきました。その中の、例えばオンライン授業も活用されて

いるということですが、これは中学校だけでしょうか、それとも小学校もでしょ

うか、そこを教えてください。 
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○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  失礼します。今のお話は、小学校、中学校両方で実施し

ております。特に、コロナに関わって、それで学校を閉じたとき、それから学校

を学級閉鎖等をやったときに、オンライン授業なんかを実施したその経験を基に

今実施されているということを聞いております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  先生方だけでなくて、この端末等の活用をするに当たって、

支援員の方が何名か学校に応援というか、補助で来られているのであれば、その

人数を教えてください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  支援員といいましても、いろんな形の支援がございます

が、このＩＣＴに関わっての支援員は、町のほうが委託している企業から派遣さ

れている１名の方が、小学校と中学校に兼務といいますか、そういう形で来てい

ただいておりまして、新しいＩＣＴに関わるいろんな情報を先生方に使えるとと

もに、先生方がこんな授業をしたいというようなことについて、新しくソフトを

作ってくださったり、環境を整えてくださってる方が１名いらっしゃいます。 

  それから、そのほか教員業務アシスタントというのが、小学校１名、中学校１

名ありますが、それは単にＩＣＴだけのことではなくて、先生方の教材作りであ

るとか、いろんな先生方の業務に対するアシスタントとしてやっておられますか

ら、ＩＣＴに限ったことではありません。 

  それから、先ほどお伝えしたように、県の事業の形で外部から支援をいただい

ているということです。それは中学校のほうです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  特に中学校でのＩＣＴの授業といいますか、そういうもの

は週に何時間程度やっとられるわけでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  これは先生方によって違いがあります。それから教科、

それから教科の内容によっても違いがあるんですけれど、ほぼ毎日使っていらっ

しゃるという先生と、それから週に二、三回という形の方もありますが、先ほど
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申しましたように、中学校では、朝来たときに自分のタブレットで健康観察、小

学校では、はい、元気ですいうて言ったりするわけですけれど、元気ですとしか

言えない子もいるわけです。ですけど、タブレットでしたら、自分の本当の気持

ちをすることができるということで、それを考えれば、ほぼ毎日、中学校でも使

っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  今、教育長からいろいろ答弁等をいただいておるところで

すが、オンライン授業もやっているということであれば、小学校、中学校ともに、

タブレットを家に持ちかえるということは許可されているというふうに理解して

よろしいでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  そのとおりでございます。一応、現在のところ、小学校

では４年生以上だったと思いますけど、持ちかえりということですけど、本年度

から全ての学年で持ちかえり、それから中学校のほうでも、昨年度は週３回程度

というようなことを言っておられましたけど、今年から毎日持ちかえりをすると

いうようなことを言っておられます。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  次に、教育環境の充実ということで、この夏の暑さは異常

だと感じていますが、来年以降も続くと思って心配しています。快適な環境で授

業等を受けるための教室の温度管理等についてはどのようにやっておられるのか

伺います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  現在、暑さ対策として、保育園それから小学校、中学校

で、子どもたちには、まず、毎日お茶等の水分を持参するようにしております。 

  また、保育園の児童においては、熱中症対策として、５月から１０月にかけて

の期間には、スポーツ飲料を活動の前と活動の後に提供しているところでござい

ます。 

  また、小学校、中学校の施設には、各部屋にエアコンを設置しております。保

育園におきましては、施設全体が冷暖房完備になっております。 
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  なお、小学校におきましては、今年度、体育館にエアコンを設置する工事にか

かっており、これは議会でも見ていただいたと思いますが、９月末には完成予定

で、今年の夏にはちょっと間に合いませんでしたけれど、来年度には快適な形で

屋内でも体育ができるという、体育館でも快適にできると思っています。 

  それから、まず、議員がおっしゃるとおり、今年の夏は異常とも言える暑さが

続いておりまして、この暑さは来年、再来年も続くおそれもあると考えておりま

す。そこで、中学校の体育館、勤労者体育館などへのエアコン設置も今後検討が

必要だと考えておりますので、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  今、保育園の園児に、５月、１０月、スポーツ飲料等を出

しているということでしたが、これは町費で出されているのでしょうか、それと

も家庭から持ってきているのでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  これは町費で賄っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  今、教育長の答弁にありましたが、保育園、小学校、中学

校ともに、ほぼエアコンが設置されていると。ただ、勤労者体育館も、授業ある

いは部活で活用しておられるのではないかと思って、勤労者体育館の例えばエア

コン等の施設の話を今教育長されましたけども、目標でもいいんですけれども、

いつぐらいに設置を考えておられますか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  これは財政との兼ね合いもありますんで、今いつまでに

できますと、ちょっとそれは控えさせていただきますが、その設置の検討をして

いく必要があろうかというふうに思いますので、関係の皆さんと協議をしながら

進めていきたいというふうに思います。まず、子どもたちの命を守るということ

は大前提だというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  さらに、保育園、小学校、中学校での今年は無理かも分か
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りませんが、来年以降の暑さ対策、何かこれはということを考えておられるので

あれば教えてください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  今年に準じてやるということが大事かなというふうに思

っております。それで、今年いろいろ暑さの中、子どもたちが活動したわけです

けど、その中で特に課題であるものというのは特に受けておりませんので、今ま

でのやり方でいいんじゃないかなと思っております。 

  ただ、ちなみに、先日企業のほうから、小中学校にテントを頂きました。その

テントは、小学校では、今下校時にも使えるように玄関のところに設置しており

ます。これは、下校のときに半分ぐらいのかなりの多くの子が外で子どもたち全

員が集まるのを待っているという状況ですので、それを防ぐために、暑いときに

はテントを張っていらっしゃるということです。そして、テントの柱の横にミス

トがばっと出てくるものもつけていらっしゃるので、そういうのも今後同じよう

に来年もしていただければというふうに思います。 

  同じことで、中学校のほうも、外で活動する部活動のときには、この頂いたテ

ントを使って暑さ対策もやっているということですので、来年度も同じような形

になるんではなかろうかなというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  今年度以降、暑さ対策等を十分にお願いしたいと思います。 

  次の項目で、部活動の地域移行が求められておりますが、本町の現状について、

これは先生方の働き方改革が言われる中、特に中学校での部活動について、部活

動をやっている部が幾つあり、その中で先生方以外の地域の方が指導などを行っ

ている部は幾つありますか。また、その指導者は何人おられますか、教えてくだ

さい。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  申し訳ありませんけど、部活動が全部で幾つあるかとい

うのは今ちょっと把握できておりませんが、ただ、部活動に外部指導者がどの部

に入っているかということだけはお伝えできるというふうに思います。 

  まず、部活動指導員というのと部活動外部指導者というのがございまして、部

活動指導員として、ソフトテニスに１名来ていただいております。それから、部
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活動外部指導員として、さらにソフトテニス１名、男子バレー１名、女子バレー

２名、卓球１名というふうになっております。 

  そして、さっき部活移行の話もありましたが、今後部活移行した場合に、外部

指導者の確保については、部活動指導員の活用や、それから教師等による兼職兼

業、それから企業、それからクラブチーム、それから大学からの指導者の派遣、

本町のスポねっとちづといった団体等との連携なんかが考えられておりますが、

まだきちんとそこまで進んでいる状況ではございません。 

  それから、本町の実情に応じた体制の整備に向けて、今本当に検討していると

ころでございますが、スポーツ推進員とか各地区公民館も含め、学校と地域が協

働、融合した形での智頭町または近隣の自治体におけるスポーツ環境の整備に向

けて、今その在り方を見直し、コミュニティ・スクールも視野に置きながら検討

を進めておるところです。 

  そして、ただ、なかなか上手くいっているというわけではございませんで、い

ろいろ課題があるというところです。併せて、特に本町で対応できない部があり

まして、八頭地区といったり、それから東部地区といったり、そういう広い範囲

で、ほかの近隣の自治体と連携しながら、多様なスポーツに対応できる指導者の

確保に努めているところです。そして、これが教職員の働き方改革にぜひつなが

ればいいというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  部活動の指導など、できるだけ地域の人にお願いするとい

う国の方針も出ていると思いますが、今教育長が言われたように、現実はなかな

か難しいところもあると思います。 

  そこで、部活動の指導者を何とか増やす方法として、今スポねっと等の名前が

出ましたけれども、智頭町にも体育指導員の方が何名かおられます。それから、

かつて体育指導員をやっておられる方も何名かおられます。そういう方に声かけ

をされるなど、それから地区公民館の話も出ましたが、そういうところとの連携

も今まで以上に密にとっていただいて、多くの方が部活動に関わるというか、携

わる方向で進めばいいと思うので、教育委員会としてもやっておられるというこ

とですけども、今まで以上にやっていただきたいというふうに思います。 

  ３番目の項目として、人権が尊重される教育の推進について伺います。 
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  教育ビジョンには、人権が大切にされる学校や、まちをつくるためには、人権

教育の学習の機会が保障され、人権・同和問題に関わる学習を深めるとともに、

学校・家庭・地域社会が連携を図りながら、人権を大切にする環境にしていくこ

とが必要ですとあります。そして、教育長は、前回の一般質問で所信を伺ったと

き、人を大切にする力、つまり、人権教育の充実が大切だと考えていると言われ

ました。言われるように、全ての子どもの人権が守られるのが学校だと思います。

そのようにやっておられると思いますし、やっていただきたいと思います。 

  学校での人権教育をより推進していくために、学校のＰＴＡの人権教育推進部

だけの取組でなく、学校全体として取り組む必要があるのではと思いますが、教

育長の考えを伺います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  ありがとうございます。お答えします。 

  まず、全ての子どもが安心して過ごせる学校ということを目指して、各学校で

取組を意図的・計画的に進めているところでございます。これは、今までのいろ

んな成果、それから課題、そういうものを加味して、どんどんやっていただいて

いるところです。 

  まず、児童生徒が相手の立場になって考えること、それから、多様性を尊重す

る意識を持つことが大切ですが、これは幼児期から心身の発達段階に応じて養わ

れていくものだというふうに考えております。 

  さらに、ほかの人を大切にするには自分を大切に思うことも大事です。自己肯

定感を高め、自他の人権を守る意識を持って、自分のこととして考えることがで

きるように、人権感覚を繰り返し、重層的に養っていくことを目指しております。

しかし、この個人の価値観や道徳性の涵養など、個人の心の在り方だけでは不十

分で、自らの人権を守る、人権を学ぶ取組も不可欠だと考えております。人権を

抽象的にとらえるんではなく、自分に、それから他人にはどのような権利がある

のかということを具体的に学ぶことも大切にしたいというふうに思っております。 

  さらに、子どもたちにぜひ伝えたいことは、この人権は普遍的なことです。そ

れから、全ての人に保障されているんです。それから、国際社会全体で見守られ

ているんです。そしてさらに、自分の意見を言葉や行動で表明することも大切な

権利ですということを子どもたちにも伝えていきたいというふうに思っておりま

す。 
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  また、６月の答弁でも述べさせていただきましたが、この人を大切にする力と

いうのは、人権に関する素養、見えない学力の一つだという話をさせてもらいま

したが、そのほかに、自分の考えを持つ、それから表現する、チャレンジすると

いうこともあり、この見えない学力は、人との関係の中でしか育たない、だから

こそ、リアルの関係で協働的に学ぶことが大事だというふうにお伝えしたと思い

ます。 

  なお、子どもたちが望ましい人間関係を形成し、人権の尊重の意識と実践力を

身につけるためには、先ほど言われたように、学校だけではなく、従来から取り

組まれているＰＴＡ活動による保護者研修、それから、地区同和教育推進協議会

等による研修なども大切にしていく必要がある。そして、引き続き、様々な関係

機関とも連携して人権教育にも取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  宮本議員。 

○５番（宮本行雄）  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、宮本行雄議員の質問を終わります。 

  次に、田中 賢議員の質問を許します。 

  ６番、田中 賢議員。 

○６番（田中 賢）  おはようございます。議長の許可を得ましたので、通告に

従って、順次質問いたします。 

  智頭町では、町長が進めてきた高齢者向け、いきいき百歳体操やミニデイと、

いろいろな取組を公民館やコミュニティなどで行い、高く評価されています。そ

して、保険税も下がり、町民の健康に対する意識が高まっています。しかし、子

どもたちやトップアスリート事業の施設は、まだ整備がされていないと考えてい

ます。今後、町民の発展に向けて、子どもから高齢者、障がいのある方まで、健

康で暮らせるまちに、そして、トップアスリートを出すためにも、この初動負荷

トレーニングマシンの導入を必要と考えています。これらの観点から質問を進め

させていただきます。 

  住民の健康とトップアスリート育成事業について、鳥取県もアスリート育成等

の人材育成が本格的に始まり、智頭町も１０年後の国民スポーツ大会や多くの大

会に向けて、トップアスリート育成の支援事業をスタートしています。しかし、

本町では、アスリートを目指し、努力する人はいるものの、トップアスリートの
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指導を受けている選手はまだ少ない状態です。アスリートを発掘するには、早い

段階からアスリートの指導を受け、正しいトレーニングを身につけることが重要

と考えられます。 

  私自身は、４５歳から全日本コーチや専門家に指導を受け、自身の経験と知識

を本町の子どもに伝えていく意欲はありますが、言葉の指導は簡単ですが、聞く

立場になるとできないものです。マシンがあれば多くの子どもたちに基礎を指導

することができると考えています。本町のような中山間地域が今後発展するには、

本町ができる新たな事業を進めていくことが大事と考えます。この中で、初動負

荷トレーニングマシンの導入を通じて、早く子どもたちの基礎の姿勢や体の使い

方を指導し、アスリートの育成を促進することは、本町が他のまちより早くアス

リートに育てることができるまちになると考えています。これによって、国体や

オリンピック選手を輩出する夢を実現する可能性が広がります。 

  本町のような中山間地域において、今後のスポーツ活動の在り方について教育

長に伺います。 

  以下は質問席で行います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  田中議員のご質問にお答えします。 

  まず、トップアスリートということがありましたが、まず初めに、現在、智頭

町で行っているこのスポーツ活動、それの様子をまずお話をしたいと思います。 

  本町では、現在、町民が生涯にわたってスポーツ活動を楽しみながら健康増進

を図るとともに、スポーツを通して人生を豊かなものにするため、各団体と学校、

地域と連携して、町民の体力づくりやスポーツ活動を展開しているところです。 

  活動の主なものとしては、町体育協会、統合型スポーツクラブ等の連携した町

民体育祭、スキー祭などを開催しております。また、県民スポレク祭の参加支援、

それからニュースポーツにふれる場づくりの推進など、競技力向上及びスポーツ

に親しむ場の提供をしているところです。今後もこのような事業を中山間地域と

いうより、小さなまちだからこそできる、人と人がリアルにつながり、顔が見え

る良さを強みにして展開していきたいというふうに思っております。 

  そして、先ほど議員のほうがアスリート育成についてもお話をされたというふ

うに思いますが、私の教育活動のというか、教育活動としての体育、それから社

会体育としての体育について、お話をまずさせていただきます。 
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  まずは、保育園ではしっかり遊び切る子どもを目指している。そして、小学校

低学年では、様々な運動遊びの楽しさを触れて、その遊びを知ったり、遊びを工

夫したりして基本的な動きを身につけたり、問題解決能力や民主的な人間関係基

礎づくりを狙っているわけです。つまり、運動遊びを通して、様々な力、これは

身体的な力だけではなくて、本当に先ほど言った問題解決とか人間関係とか、そ

ういう様々な力を身につけていくことを目指しているわけです。 

  また、トレーニングは、できるだけ早く始めたほうがいいというふうに、早く

始めた分だけ効果があるという考えを持ってしまいがちですが、これは私の持論

だけではないんですけれど、どれだけ早くトレーニングを始めたかではなくて、

どの時期に、どの年齢に、どのようなトレーニングを行っていくかということが

大切だというふうに今言われております。 

  そこで、小学校の時代では、スポーツを遊びとして体験する機会を多く作り、

スポーツ技能の優劣ではなくて、体の多様な動きを習得して精錬させることが大

切だというふうに言われております。そして、上手、下手とか順位がどうのこう

のかというより、体動かすことを日常に取入れていくことが豊かに生きていくこ

とだというふうに思っております。そして、そういう価値観からスタートするス

ポーツ文化であってほしいなというふうに私は思っているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  今、教育長の言われたように、遊びでスポーツを覚えるの

はいいんですけど、最近のトップアスリートの育成は低年齢化が進み、小学生の

４年生ぐらいからは本格的にしないと、中学生卒業する頃までにはというか、ト

ップまで、アスリートになれないと思うんです。だから、中学生までに基礎の指

導をきちっと終了する必要があると思うんですが、それはいかがですか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  失礼します。まず初めに、私たち確かにアスリート育成

も大事な一つだとは思うんですけど、それが町民全員に当たるものではないと考

えております。やはり、そういう環境を作ることは必要かと思いますが、まず、

１１歳以下の子どもたちについては、今、神経系の動きが顕著になる時代です。

ですから、複雑な動きや作り、これはよく遊びというふうにとらえるほうがいい

と思いますけど、そういう力を核とする能力にすぐれてきておりますので、水泳
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とか、投げるとか、サッカーとか、いわゆるラケットスポーツですね。それから

ゴルフとか、日常のいろんな道具を使って行うべきものは、この時期に始めてい

ったらいいなというふうに思っております。それから、臨床性を向上させるのは、

複雑な動作を何といいますか、繰り返しがこの年代だというふうに私は把握して

おります。特定の何か力をつけるもんではなしに、いろんなことをさせるのが、

この１０歳、１１歳ぐらいまでの子どもだというふうに私は認識しているところ

です。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  私は、トップアスリートと思って言っているんだけど、ト

ップ作るのに、小学生４年生と言ったら、１０歳ぐらいですか。それくらいには

もう基礎をきちっと教えたいと思うんです。それで、今までずっと教えてきたん

だけど、早く指導をきちっと正しい体の姿勢と使う順番を教えて運動するのはい

いんだけど、全然何もしとらず自由に遊んだだけだったら悪い癖がついたらなか

なかとれないんで、それを何とか早く姿勢を、正しい姿勢を教えたいなと、子ど

もに思っているんですけど、いかがですか、それは。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  その辺については、私も考えを持ち合わせとるもんでは

ないんですが、ただ、遊びというのは、子どもたちは工夫して遊ぶんです。ルー

ルに従うこともあるんですけど、明日もう少し動きがようなるとか、こうしたら

もっと勝つことができるとか、そういうような工夫、その工夫が子どもたちの動

きにつながっていくものだというふうに思っております。 

  それから、今度は指導者が子どもたちにこういう力をつけていくというふうに

計画的に、意図的にすることもあるかと思いますけれど、最近読んだ論文ですけ

れど、幼児期から子どもたちにいろいろ指導者がああだこうだ、こうしてずっと

していくっていうことになると、子どもたちの主体性が失われるというような論

文も出ております。ですから、子どもたちがきちんと自分がこうしたいという意

思の下やらせることが大事だというふうに思いますが、ただ言われるように、き

ちんとした指導も必要だとは思いますが、それについては、保育園での運動遊び、

それから小学校での体育の授業等で、その子どもたちの年齢に応じた力を養って

いるふうに私は考えています。 
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  そしてさらに、子どもたちがそのほかにクラブチームですか、そういうところ

でそれなりの指導者、きちんとした指導者のところでされているというふうに思

っておりますので、町としては、それをバックアップすることも大事だと思いま

すが、そういうところを今取り組んでいるところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  私も孫にも教えてるんだけど、小学生３年生ぐらいから上

でないと、きちっとした指導はできないと思う。それまでは自由に遊ばせて、好

きなようにさせておけばいいと思うんだけど、３年生から４年生ぐらいで基礎を

きちっと教えないと、悪い癖がついてしまって本当戻らないんです。スキーは４

年生から教えている子もいるんだけど、ほかの少林寺とか、うちの孫もやってい

るんだけど、４年生ぐらいからは、もう伸び方が全然違うんです。３年生、４年

生はまだ伸びなかった子が、４年生なったら急に伸びるいうことがあるんで、体

の使い方さえ覚えてきちっとしたら、智頭には、だけどそういう施設がないと思

うんですけど、どうですか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  施設がないということですか。確かに、子どもたちが望

む多様な環境にはないかもしれません。ですけど、それなりにといいますか、地

域のいわゆる統合型スポーツクラブ、スポねっとですね。そういうところとか、

様々なところでその機会を作って、すばらしい指導者の下で、子どもたちは力を

つけているんじゃないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  それでは、次の問題に。本町では、温水プールの工事も終

わり、これから健康づくり、ミニデイ、百歳体操といろいろ取組を、全国でも少

ない町民の健康長寿が増えているまちです。さらに元気な子どもを増やし、子ど

もたちをトップアスリートに育成するためにも、初動負荷トレーニングマシンを

温水プールに導入し、町民の健康づくりとトップアスリートの指導のできる拠点

として、県代表選手や全国大会に出場する選手を育成し、支援することはできな

いでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 
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○教育長（田中 靖）  智頭温水プールの機器のことなんですけれど、トレーニ

ング室に設置しておりますトレーニング機器ですが、ランニングマシン、それか

ら、バイクがそれぞれ２台、それからバーティカルプレス、ショルダープレスな

ど新しく更新したところですので、この導入したマシンを利用していただき、健

康増進、体力向上などにつなげていただきたいというふうに考えているところで

す。 

  議員が言われております初動負荷トレーニングマシンの導入については、町長

も繰り返し答弁していますとおり、私としまして、導入は考えておりません。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  プールにある機械なんですけど、あれは終動負荷トレーニ

ングマシンといって、筋肉を使って、筋力を鍛える機械なんです。そうじゃない

し、僕の言っている機械は、初動負荷、初めに筋肉を緩めるトレーニングで全然

違うんですけど、その筋肉を緩めてから筋肉を作るのだったらいいけど、筋肉を

作ってから筋肉を緩めるのは難しいんで、逆の動きというんかな、初動負荷にし

て、柔軟をとにかく、百歳体操もいいんですけど、ラジオ体操も物すごいいいん

ですけど、家からすると言ってもなかなかできないので、それを機械でするのが

いいじゃないかと思って言っているんです。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  議員が言われたとおりに、このマシンは、大幅な筋力ア

ップは期待できないというふうに言われております。それから、体をリラックス

状態にして、筋肉の伸び縮みを自然に誘導する機械であるということは認識して

おります。ただ、このマシンは、かなりマシンの構造的なものだと思うんですけ

ど、結構複雑で、それで個人で使うのは結構難易度が高いというふうに言われて

おります。ですから、これを指導できる指導員というのが必要になってくるとい

うふうに思っています。そのことにつきまして、智頭町では、そういう指導員は

おりませんし、それから、そういう指導員を、何といいますか、育成もしており

ません。機械だけ入れてということになると、それも難しいもんだと思います。 

  それから、家庭では難しいというのはちょっと、ネットで初動負荷トレーニン

グマシンを近づける家庭での運動というのも出ておりますので、そういうものも

使えるんではなかろうかな。ただ、この初動負荷トレーニングマシンと同じ効果
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は望めないかもしれないんですけど、それに近づけるものがあるというふうに思

っております。ですから、そういうことも含めて、智頭町では導入を考えていな

いというところで、ご理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  今言われましたように、機械はなくても、僕は家でそうい

うものを作って、自分で柔軟はしているんだけど、だけど、僕はできるけど、ほ

かの人がそれが分かってできたらいいんだけど、機械だったら簡単にできるんだ

けど、どういうんかな、僕は家にロープとかそういうもの、いろいろなことをし

て、自分でしているんだけど、ほかの人は分からないから多分できないと思うん

です。だから基礎を教えるのに、そういう機械で覚えたら、子どもたちも早く上

手になるいうか、いいと思って勧めているだけで、なかったら、全員みんな、町

のいろんな人に僕がこういうふうにしたらできますよと伝えるのが難しいんで、

町にあったらいいなと思っているだけです。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  確かに、この初動負荷トレーニングというのは、本当に

すぐにできるものではないし、やっぱりどのような体を、どのように動かしたら

いいかというのが、やっぱりきちんとした指導が必要だというふうに聞いており

ます。ですから、ただ、これから本当に筋力を育てるだけじゃなしに、いろんな

ことも必要かと思いますので、様々なスポーツの団体さんの方々も、そういう筋

力を鍛えるだけではないというようなことも意識を持ってされることも始まって

くるんではなかろうかなというふうに思いますが、ただそれを１台置いたところ

でしたら、何人の方が使えるかというと、お１人です。それをずっと、例えば子

どもたちが３０人のグループがずっとずっとそれが終わるまで待っておるという

ことにもなろうかと思うんです。社会体育等で昼間使える方もあるわけですけど、

そういうのではなくて、子どもたちにということも含めて、やはりそれはちょっ

と難しいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  今言われた実際に１人なんだけど、あれは多分６台ぐらい
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なかったらいけないと思うんです。いろんな機械が。それで６台で１台に２０回

ぐらいだけ、１人が十何秒、２０秒ぐらいまでできる。だから交代していったら、

６台あったら、２０人ぐらいやったら、そう長いことかからないと思います。 

  それで、指導者は、やっぱりここでは言われんか分からないんですけど、理学

療法士がそれを指導してくれるということは物すごい多いんですけど、一般の人

がそこの勉強をして、その許可を取ってもできないんです。筋肉の勉強した人じ

ゃないとできないんで、それがあったら良いというか、６台あるから、かなりの

人数はさばけるようになると。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  １人当たりの時間につきまして、私も認識不足でござい

ました。ただ、先ほど言われたように、本当に指導者、全国では、この導入は、

ある特定の企業が独占しているところもあるんですけれど、それがあとは医療機

関等にリハビリの形で入っているというふうに、そこも言われるように、理学療

法士さんですか、そういうきちんとした訓練を受けた方が指導されているという

ことですので、医療と伴ってやっているということも聞いておりますが、やはり

これを温水プールに入れるということは、やっぱり私は困難であろうかというふ

うに思いますので、引き続き、何度も申し上げますが、ご理解をいただきまして、

入れる考えはないということをご理解いただきたいというふうに思います。 

  それから、今の議員の言われているいろんな考え方、スポーツの考えは、何ら

かの形で、いろんなスポーツ指導員さんと、そういうところにつなげていただけ

ればありがたいなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  田中議員。 

○６番（田中 賢）  今言われましたんですけど、最後に、このトレーニングの

マシンの機械を本町に導入を進める理由は、私が２５年以上経験してきて、いろ

んなスポーツをしてきて、最終的に、多分これをしたらようなるんだろうなとい

うのは分かったんですけど、人に教えるのに、１人には教えられるけど何人もに

教えられないんで、それを何とかと思っているんですけど、町長ができると言っ

たらできると思うんですけど、なかなかそういうわけにもいかんでしょうし、質

問のこれからなおしてもできないんと言われるのはどうしようもないと思ってい

るので、これで質問を終わります。 
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○議長（谷口雅人）  以上で、田中議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前 ９時５４分 

再 開 午前１０時０５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、安道泰治議員の質問を許します。 

  １１番、安道泰治議員。 

○１１番（安道泰治）  議長の許可をいただき、通告に従い、質問を行います。 

  まず初めに、議員になって初めて行った平成２９年９月定例会において、一般

質問で、国定公園那岐山の展望台設置の必要性の質問を行ってから、はや６年が

経過いたしました。その間、入札が不落札となったり、いろいろな障害があった

りしながら、金兒町長をはじめ、企画課長、担当課の職員、また、関係者の方々

の粘り強さと努力により、８月より着工に向かって動いていることに厚くお礼申

し上げたいと思います。 

  また、今年７月６日には、鳥取県庁において、環境大臣表彰地域環境保全功労

者表彰を頂き、那岐山を守る会としても大変喜んでいるところでございます。大

いに今後の活動の励みになろうかというふうに思います。展望台と山頂トイレが

完成すれば、ますます登山人口は増え、本町への観光人口への増加につながると

も思っております。 

  その那岐山登山の目玉の一つでもあるシャクナゲ、岩うちわ、ドウダンツツジ

などの高山植物でありますが、岩うちわは、シカの食害により減少を防ぐために、

ネットを張るなどして保護を行っております。最近では、気象の変化なのか、食

害によるものなのか、本町の町花でもあるドウダンツツジも減少していると、登

山道点検者の方からも報告がございました。本来なら、那岐山は国定公園であり、

国・県で考えるべきであると思いますが、表彰していただいた地域環境保全功労

者表彰は、那岐山登山コースの整備や頂上トイレ、避難所の点検等の環境保全活

動に長年取り組み、植物の生態等の教育的啓発も行ってきたという功績で頂いて

おります。そのことからも、何らかの対策を講じていく必要があると考えますが、

そのあたりについての町長のご所見を伺いたいと思います。 

  なお、以下の質問は質問席で行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  質問にお答えします。 

  先ほど安道議員が言われたとおり、那岐山を守る会が地域環境保全功労者とい

うことで、環境大臣の表彰を受けられました。誠におめでとうございます。中に

ついては、先ほどるる議員のほうから言われましたので割愛しますが、心から敬

意を表したいというふうに思います。 

  那岐山の中でのドウダンツツジの植生がということであります。国定公園内の

那岐山に自生しているドウダンツツジのサラサドウダンとベニドウダン、これは

鳥取県内で絶滅のおそれのある野生動植物を網羅した「レッドデータブックとっ

とり」に掲載されております。 

  また、いずれも自然公園法に基づいて保護される植物に指定されており、採取

や損傷が規制されているところであります。特にベニドウダンについては、「レ

ッドデータブックとっとり」の絶滅危惧２種ということで、絶滅の危惧が増大し

ている種ということで位置づけられております。 

  県内では、智頭町、三朝町の県境に近い稜線部に自生するのみで、分布域が狭

く、生育基盤が脆弱であることから、保護上の留意点として、自然林の保全と採

取防止、これが示されておるところであります。那岐山の中でおけるドウダンツ

ツジの減少対策、こういった考えの下に取り組まれるべきものというふうに思っ

ております。 

  ただ、先ほど言われました中でもありましたけども、那岐山の土地利用の中で、

基本的には国有林であります。そして、法規制、これは森林法、保安林でありま

すので、まず森林法、そして氷ノ山後山那岐山国定公園ということで、自然公園

法、この法律で規制されております。併せまして、鳥取県の条例、自然環境保全

条例でも規制されているところです。 

  最後に、智頭町でも文化財保護条例、町の指定天然記念物ということで規制し

ております。こういった中で、なかなか手だてを考えるのは難しいんではないか

というふうに思っています。ただ、こういった状況を危惧していることというこ

とだけは念頭に置いていただきたいなというふうに思っております。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  今、町長のほうから、敬意を表したいということを伺い

ました。後ろのほうの那岐山を守る会の会長が来ておりますので、これからます

ます励みになるのかなと思っております。 
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  また、このサラサドウダン、ベニドウダンについて、今町長のほうからご説明

がありましたけども、自然公園法とかいろいろあります。絶滅危惧種であるとか、

ベニドウダンのほうはですね。また、国有林で保安林で森林法の下にあるんだよ

というようなこともお聞きしました。 

  しかしながら、那岐山を守る会の中でも、ドウダンツツジの減少については深

刻な問題ととらえておりまして、森林管理署や鳥取県の自然環境課の方にも相談

をして、那岐山より枝を採取し、挿し木苗を育て、山へ植樹をしていく事業を行

いたいというふうな申入れも行っているところでございますが、これは許可手続

や申請などが必要となってくると思いますので、まちとしてもご協力をいただき、

ぜひとも前へ進めていきたいと考えておりますが、その点について、町長ご所見

をお伺いしたいと思います。やってできんことではない例もございますようです

ので、そのあたりも考えて、町長、答弁をちょっと聞かせていただきたいと思い

ます。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先ほど議員のほうも述べられたと思いますけども、那岐山

におけるドウダンツツジの減少の要因として、シカの害、いわゆる樹皮を食べて、

それによって枯れていく、そういったことが指摘されているんではないかという

ふうに思いますし、それから、無傷で芽は出たところも当然分かるんですから、

シカがぱくぱくと食べるということでやられていくということだというふうに思

います。ですので、挿し木で山へ返す、これも当然一つの考え方なんでしょうけ

ども、それだけではなくて、やっぱりシカを減らす、シカの食害をやっぱりなく

するということもセットで考えるべきなのではないかなというふうに思います。

ですので、ただ単にドウダンツツジが枯れてなくなったから補填、なくなってか

ら補填ということじゃなくて、その原因たるものが何なのかということをやっぱ

り追求すべきなのかなというふうに思います。 

  先ほど議員の言葉の中にもありましたが、県の自然環境課の専門員も、やっぱ

りシカの食害で下層植生が少なくて、いわゆるドウダンツツジの稚樹、いわゆる

ちっちゃい芽の生えたもの、ああいったもんもみんな食べられているんではない

かというコメントが出ていますので、そういったことも含めた対処方法というの

が肝心かなというふうに思います。 

  ただ、先ほども言いましたように、自然公園法での規制行為、環境大臣がやっ
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ぱりきちんと押さえていますので、そういったことも県の許可等が要ります。当

然、森林管理署、国有林ですから、そういった片方一つだけうん言ったらいいよ

ということじゃなくて、規制されているところの分野で、よしと言ってもらえた

らできるんではないかなというふうに思いますけども、どうしても素人目でなく、

やっぱり専門家の意見というか、専門家を交えたやり方というのが肝要になって

くるんではないかというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  シカの減少をさらに目指していくのも一つの方法であっ

たりとか、岩うちわのほうは、今網を張って守っていっているという現状があり

ますので、その方向から考えると、町長の言われるように、それもしていく必要

があるのかなというふうに思います。 

  また、個体数を増やしていくためには、やっぱり挿し木というのが、私から見

ると重要じゃないかなと思います。やることは全てやって、申請挙げるところは

挙げていただいて、断られたらしょうがないとは言いませんけども、申請を挙げ

るとこに挙げていただいて、それでやりなさいというのが県のほうでもあれば、

これ住民自治力を生かして、町がしてくれとか、そういうことではないので、町

長、これ申請だけはしていただいたら、ちゃんと那岐山を守る会等でやっていた

だけるとは思っておりますので、そのあたりも考えていただいて、もう一度お聞

かせいただけますか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  やっぱりそういった地域の方々の活力というものがあれば、

まちとしても後押しはしていきたいと思いますし、まちとしても、そういった状

況がなくなるというのは、やっぱり憂うところですので、解消できれば、それに

こしたことはないというふうに思っています。 

  当然さっき言われたような挿し木、これは、よそから持ってくるわけにいかな

いわけです。そこからの自生したやつを持ってかえってということになりますの

で、そういったことも踏まえて、その規制の許可をお願いするということもあり

ますし、先ほど、岩うちわをネットでということがありましたけども、多分この

挿し木をして育てて植生しても、当然それを囲むというか、そういったことも必

要になると思います。それを今度、耕作物を作るのに、よしと言ってもらわなけ

ればそれもできないという、もろもろのその一つ許可を得れば全部いいんだよと
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いうことじゃなくて、やっぱりいろんなことが関連した許可になってくると思い

ますので、計画書というものが相当なものになると思います。地域の方もそうい

った思いを持っておられるということですので、できる限りのことはやっていき

たいなというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長のほうから、後押しをしていくんだよという答弁を

いただいたように思います。ですから、できる限りはしていただいて、それから

前へ進んでいっていただきたいと思います。そういう答弁をいただかないと、私

の次の挿し木苗を小学校などで育てて、２年から３年して那岐山に植樹を行うこ

とでということにつながっていきませんので、できたという仮定で聞いていただ

きたいかなというふうに思います。 

  ふるさと智頭町への思いや町花であるドウダンツツジへの愛着もわき、思い出

もでき、しいては、まちや地域のために役立とういう住民自治力の育成へもつな

がるというふうに思われます。そのあたりについて、町長にはどう思われるのか

なということをお聞きしたいと思いますし、また、教育長には、社会教育また生

涯学習教育の一環として、またこれを育てるとなると、コミュニティ・スクール

の利用も考えた上でどう考えておられるのか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  挿し木苗、先ほど言いました。やっぱり規制がありますの

で、その規制をきちんと許可を得た形でできればいけるんではないかというふう

に思います。ただこれも、ただ単に素人が那岐山に上がって枝を、新芽を採って

きて、さあ、挿し木をしましょうねとかいうことじゃなくて、やっぱり専門員、

そういったことに詳しい方々、例えば、これは県の職員になるのか、森林管理署

の職員なるのか分かりませんけど、そういった方々の指導を受けながらというこ

とが大前提になると思います。ですので、それは不可とは言いませんけども、な

かなか難しいのかも分かりません。だから、それは初めからできないということ

じゃなくて、やってみるということは大事なことかなというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。まず、智頭町の自然について関心を持っ

て、それから、その中にどんな課題があるのかということを考えるというのは、
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とても大事なことだというふうに思います。ただ、６月のときも話しましたけど、

今学校には丸々教育というのが大変たくさん入っておりますので、その学校の働

き方改革を考える上でも、全てこれを何でもかんでも入れるということには慎重

にならざるを得ないというふうに思っております。ただ、児童会、子どもたちの

自主的な会、それから生徒会、それから総合的な学習の時間などについて、那岐

山についてとか智頭の自然について学んで、町花でもあるドウダンツツジが減少

しているという実態を知って、その課題を考える中で、子どもたち、児童生徒が

植樹をしたいというような意見が出れば、必要な手続を得た上で、専門家に相談、

それから支援していただきながら、その取組を進めることは可能だというふうに

思います。 

  また本町は、コミュニティ・スクール、先ほども議員のお話もありましたけど、

その取組を進めているところでして、この取組によって、学校も地域もＷｉｎ－

Ｗｉｎを目指しているところです。学校教育の取組に頼るだけではなくて、地域

の取組として、子どもたちを巻き込んだ取組にしていくということも可能だとい

うふうに考えておりますので、学校教育、それから社会教育、いろんな面でも動

かす方向で、議員の言われるようなことをできたらなというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長と教育長のほうからご答弁をいただきました。また、

これも町長言われるように、専門家の指導の下に、これも非常に大事じゃないか

なと思います。那岐山のほうから枝を持って帰って挿し木をして、すぐに枯れた

んじゃ、やっぱりいけんと思いますので、これはやっぱり専門家の方に入ってい

ただいて、しっかりと育てていって、それをまた山に返していく、その後も町長

言われましたように、網をかけて保護していくとか、それはその後のことであり

ますけども、そういう構想を持っておりますので、教育長のほうからも、それは

可能であろうという答弁いただきましたので、これも前に前に進めていきたいの

かなというふうに思いますし、許可申請のあたりについたら、担当課のほうです

ね、やっぱりこれは専門分野のほうからいろいろ勉強していただいて、教えてい

ただきたいなというふうに思います。 

  次に、二つ目の質問に移りますけれども、６月の定例会に買い物環境について、
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私質問を行いました。町長から前向きな答弁をいただいておりましたが、その後、

出店しようとしていた東宝企業の出店も中止となり、トスクも今月末で撤退いた

しますが、その後の誘致についての進捗であったり、県に買物環境課とかござい

ますけれども、この中でのやりとりであったりとか進展があるようでしたら、町

長、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  トスクの問題ということであります。誘致ではありません。

継承であります。全く別物ですので。まず継承の問題です。第一義に、ＪＡがし

っかりと対応していただくことだというふうに考えておるわけであります。その

上で、課題が発生した際に、まちとしてどういった対応をしていくのかというの

を考える、もともとそういうふうにずっと言ってきたわけであります。この継承

候補となっていた東宝企業、これが白紙になったということがありました。それ

からじっと待っているわけですけども、こっちのほうからやいのやいのと言うこ

とでもないんですけども、何もＪＡ側からは細かい説明も何もありません。 

  そういった状況の中で、先月３０日に、１市４町の首長の連名で、ＪＡ側に早

急な継承先の決定、それから閉店期日の延長、それと併せて、情報公開について

要望を出しました。その足で、知事に対しても、そういった中身と同等なものを

お見せして、鳥取県に対しても後押しをしていただくよう要請したところであり

ます。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  誘致じゃなくて、継承でした。ＪＡから何もないという

ことでありまして。この３０日に１市４町で継承先についてのこと、また延長に

ついてもお願いしたんだということをお聞きいたしました。 

  これが、さて今月残すところ２０日余りとなりましたけども、それまでに返事

が出るのか出んのか、私もよく分かりませんし、これも延長がしてもらえるもの

なんかもらえんもんなのか、なってみんと分からんということもございますけれ

ども、やはりとっても不安に思われとる方、よその地域と比べても、私から見れ

ば、ほかにも、大型店舗であったり、まちの中の食料品店であったりはございま

すけれども、やはり今まであったトスクがなくなるというのは大きい、ここを継

承していただくところができたら一番ベストなのかなとは考えております。しか
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しながら、これを町長にどこぞ連れてきてとか、そういうことも申せませんので、

なるべく延長の話をしていただいたりとか、１市４町でがっちりとタッグを組ん

でいただいて、鳥取県にも掛け合っていただくというふうなことをとっていただ

きたいなというふうに思います。 

  あと、その中でもう一つ、私、百菜館の存続も、まちとしても、ＪＡや会員の

方々と話し合い、場所であったり、やり方であったりを検討し、農作物の販売促

進が衰退しないよう進めていくべきと私は考えておりますけれども、百菜館はＪ

Ａの下部組織といったらなんですけど、まちにはそんなに、まちがどうこうとい

うことはないとは思います。しかしながら、やっぱり販売する場所であったりと

か、やり方であったり、ＪＡにこういうふうにしなさいねとか、そういうことは、

やはりまちのほうからもしっかりと伝えていって、協議の場を、生産者の方、そ

れとＪＡとの協議の場を持っていただくというふうなのが私はベストじゃないか

なと思うんですけれども、そのあたりについて町長いかがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  ＪＡがトスクを辞めるという評判になって、それで４月の

頭にＪＡの関係者の方々と話をした時点で、いわゆるこの百菜館の存続というも

のと、それから、そこでいわゆる今のトスクで働いている常勤・非常勤を含めた

智頭町の人たちの雇用の確保というものを要求しております。ただ、そういった

ことも、この東宝企業が辞めたということ以降、何にもないです。ですので、今

働いてる方々の将来的なこと、それから百菜館に出されている、出荷しておられ

る生産者の方々、そういったことに対してのフォローがどこまでできているのか

ということも今は全然分からないわけです。ただ、４月以降、なんせこの２件に

ついては、重々承知しておいてくれということだけは言っています。その結果、

情報が入ったときに、この二つをないがしろにしてもらっては困るというふうに

思っています。なんせ、やっぱり智頭町の人たちが雇用先がなくなるというのは

本当に大きなことですし、それから、先ほど言われましたように、百菜館に出荷

している農家の生産意欲をそぐというようなことにもつながりかねませんので、

このことだけはきちんとやっていきたいというふうに思ってます。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  ＪＡの件、常勤・非常勤の方々のことについてもお願い

しているんだよということもございますし、百菜館の生産者の方々のやっていき
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たいんだよということも、この間の６月の定例会に町長に会長さんと話をした中

のことを言わせていただきました。やはり、その中でもやっぱりあったように、

最悪の場合も、やっぱりあそこでなくても、これがなくなるというのは私は非常

に残念だと。このままですよ、あそこの場所がなくなったから、百菜館に出荷し

ていることがなくなるというのは非常に残念なことだと思います。ですから、そ

のあたりについても、いま一度、町長にやっていくんだよということは示されて

おりますけれども、やっぱり、ぜひとも百菜館の存続について、場所であったり、

やり方もいろいろあるんでしょうけども、やり方であったりも、生産者の方々で

話をすればええことなんでしょうけども、その場を持つということも、町の大事

な役目なのかなと私は思っておりますけれども、そのあたりについてもう一つ教

えていただけませんか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  今、百菜館といいますか、生産者の方々のレジはトスクの

中で処理できるようになっているわけです。ただこれが、新たな継承された方が

どういうシステムになるのかということもありますし、この百菜館の分野を継承

されるかどうかということもあります。ですので、一概に、ここでああします、

こうしますということは言えませんけども、最悪の場合、なくなるといったとき

に、じゃあどうするのか、その新たな施設の中でできないということになったと

きに、じゃあどうするのかということも含めた協議が必要になってくるんではな

いかなと思います。全員に聞いたわけじゃないですけど、１人、２人の方の生産

者に聞いたところ、わざわざ河原まで持ってくるのはかなわんでということは言

われていましたんで、そういうことを皆さんがどういうふうに考えられるか、そ

して、独自でレジシステムを生産者の方々がされるのか、できないのならどうす

るのかと、そういったこともあるんだろうと思います。ですので、一概に、ああ

しましょう、こうしましょうということは軽々には言えないかなというふうに思

っています。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長がおっしゃるとおりで、レジシステムがトスクの場

合はできておりまして、あそこで買ったものが中で調整できるようなシステムに

なっておったそうでございます。しかしながら、継承店があれば、そこでの話は

向こうですることでありますし、そのときにはやっぱり中に入っていただいて、
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話もしていくんだよということですし、最悪の場合の話を町長されましたけど、

私もやっぱりその最悪の場合が来た場合に、生産者の方々の意欲が本当になくな

ると思うので、智頭のどこかそういうところをセットしていくとか、レジの面に

関しては、生産者の方々で考えていってもらわないけんとは思いますけども、や

はりそういうことは、まちとしても売れていくんだよという町長の意気込みとい

いますか、そういうことはやるんだよというふうに言っていただいたのかなと思

いますけども、そこの確認だけさせてください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  まちが全部しましょうということは言いませんけども、や

っぱりそういった方々と一緒になって、生産というものの位置づけを考えていき

たいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  安道議員。 

○１１番（安道泰治）  町長からそういう確認までとっていただきましたけども、

前向きにしていただいて、最悪の場合を考えたこともお話をさせていただきまし

たので、ぜひとも前向きに考えていただきたいというふうに思います。 

  少し早いですけども、私の質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、安道泰治議員の質問を終わります。 

  次に、岡田光弘議員の質問を許します。 

  ３番、岡田光弘議員。 

○３番（岡田光弘）  それでは、議長の許可を得ましたので、通告に従い質問を

させていただきます。 

  まず、智頭らしい教育の推進についてということでございますが、４項目につ

いて質問のほうさせていただきます。 

  本町の将来を展望する上で最も重要なポイントが教育の充実と考えられます。

本町で生まれ育ち、本町で生活して良かったと実感できる満足感を得られるよう

にしていくために、学校においても、地域社会においても、学ぶことの積み重ね

が重要と認識するところであります。 

  そこで、教育長のお考えを伺いたいと思います。 

  まず、１項目めでありますが、同僚議員の質問にもありました智頭町教育ビジ

ョンであります。この教育ビジョンの理念、基本方針を具体的にどのように実現

していくのかという点であります。 
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  本町の最上位計画である第７次総合計画におきましては、将来像として、一人

一人の人生に寄り添えるまちへを定め、４つの基本理念の３番目に、子どもから

大人まで学びと成長のまちづくりが示してあります。施策の視点として、学びの

中に、生活の知恵から趣味や仕事まで、暮らしを彩る学びを増やすと定め、基本

計画の中には、１、子どもたちが充実した学校生活を送るために。２、生きる力

を育むために。３、郷土愛を育てられるように。４、森林・林業を学べるように。

５、生涯学習のステージづくりという構成になっております。これを受けて、２

次改訂された智頭町教育ビジョンでは、基本理念として、智頭町を愛し、「確か

な学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和がとれ、「生きる力」を持つ子

どもの育成があり、智頭町で生まれ育つ子どもたちが、ふるさと智頭を学ぶこと

によって、将来にわたって郷土に愛着を持ち、将来、智頭町に住んでも、智頭町

の外に住んでも郷土に誇りを持ち、ふるさとを愛する心の育成を図ることが重要、

次代を生きる子どもたちに必要なグローバルな視点を大切にし、社会の変化に対

応しながら、新たな価値を創造する力を育むことを目指すとされています。 

  特に、現代の社会変化は目覚ましく、このビジョンが作成された後にも、新型

コロナウイルスの世界的な蔓延による生活様式や意識の変化であるとか、あるい

は、長期化するウクライナ情勢が世界に与える影響であるとか、様々な外部変化

の要因が教育環境にも確実に影響を与えており、これらに教育の現場で対応する

ことは相当に大変なことではないかと推察されますが、今、ビジョン策定から５

年余りが経過している時点でありますが、現時点における課題や、その達成度合

いの認識について、教育長の所見を伺いたいと思います。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  失礼します。岡田議員の質問にお答えします。 

  まず、議員がおっしゃったように、智頭町の教育ビジョンは、平成１９年に策

定し、その後幾つかの審議を重ね、現在は、平成３１年３月に示した２次改訂に

至っております。このビジョンには、７項目のめざす子ども像を具現化するため

の８つの基本方針が示されております。そして、この基本方針等、めざす子ども

像を関連させて、めざす子ども像の具体化方針が具体的に述べられております。 

  その内容は、どんなに社会が変化しようとも、時代を超えて変わらない価値の

ある、いわゆる不易の内容と、先ほど言われました時代の変化とともに変えてい



－３０－ 

く必要がある内容、いわゆるこれが課題にもつながるのかと思いますが、さらに

智頭町の特色や課題などを加味して述べられており、それに従いつつ、さらなる

社会変化に対応した取組になるように現在実施しているところです。 

  そして、その具体的な進捗状況や課題につきましては、既にご覧のことと思い

ますが、本会議に提出しております令和４年度決算主要事業の１５ページから１

７ページ、また３９ページから４６ページに各事業の効果、改善点等も含めて、

その評価を具体的に示しておりますので、ご確認いただければというふうに思い

ます。 

  なお、長石前教育長が平成２９年度に鳥取県市町村教育委員会研究協議会研究

大会で、「小さなまちだからできること」と題して、ちえの森ちづ図書館の開館

や、その後の取組について発表されています。つまりこれは、議員が智頭らしい

ということとつながると思うんですけれど、その発表の中に、「小さなまちだか

らこそ」ということです。私も、小さなまちだからこそ小回りが利き、互いに顔

が具体的に見える、人と人との関係性を生かした連携、協働によって、引き続き

先ほどの評価を基に取り組んでいきたいというふうに思います。今そういう状況

です。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  答弁いただきました。変わらぬ価値観に基づくものと、そ

れから変化に対応したもの、あるいは智頭らしさをどのように出していくかとい

うようなご答弁だったと思います。 

  このビジョンの中、先ほどありましたように、基本方針にして８項目が挙げら

れているわけでありますが、その中の２番目に、先ほどありました社会の変化に

対応した教育の推進として、国際化や情報化の一層の進展と人々の活動の世界規

模での展開が予想される中で、智頭町の自然や歴史、文化を子どもたちに教え、

町民としての誇りと自信を持たせる教育を重点的に推進していくことが挙げられ

ております。広く社会に貢献し、国際的に活躍できるグローバル人材を育ててい

くことの必要性をうたうとともに、本物の智頭を学び、新たな発見や創作の喜び

を実感できる学習、コミュニケーション能力を高める外国語学習を通して、想像

力を高め、主体的に社会に適応できる教育を目指すというふうにされております。

これらの基本方針は大変すばらしい内容であると感じると同時に、これを実現す
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るためには相当のエネルギーと、それから一定期間の取組の積み重ねが必要では

ないかと感じられます。これらの目標設定と実現に向けての教育長の現状認識と

課題について率直な認識をお伺いします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。率直に申し上げますと、地域を知り、誇

りに思うことと国際的な視野を持つことは、対極的にあるものではないというふ

うに考えております。今の子どもたちに求められているのは、グローカルという

言葉がありますが、これはグローバルとローカルを合わせた造語なんですけれど、

そういう視点です。地球規模の視野を持ちながら、地域の視点で物事を考える、

地球規模の視点を持ちながら、地域の視点でものごとをとらえ、解決していこう

という考え方です。 

  学校では、社会に開かれた教育課程の理念の実現に向けて、学校教育に関わる

様々な取組を教育課程を中心にとらえながら、組織的かつ計画的に実施し、教育

活動の質につなげているところです。教科を横断して広い視野を持った学習とな

るように取組を進めている段階です。特に、先ほど言いましたように、グローカ

ルな視点で進めているということでございまして、それについて、それぞれの学

校で取り組んでいただいているように私は認識しております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  教育長のほうから、グローカルな視点というお話がありま

した。まさに現代社会ですね。地球規模の視点を持って地域のことを考える、非

常に有効な考え方だと思いますし、その視点に基づいて、教育のほうを進めてい

ただきたいと思います。 

  また、項目の６番目に、教員の資質能力、指導力の向上というものが挙げられ

ております。大変ちょっとせんえつな感じもいたしますが、教職員の皆様が互い

に切磋琢磨し、互いの指導力の向上を図ること、学校の中で協力して課題解決を

図ることのできる取組が掲げられております。 

  隣まちの保護者の方から、教育長がまだ教育現場におられるときのお話だった

と思いますけども、非常に教育長が先生時代、生徒さんが教育長に触れられて、

勉強嫌いだった、あるいは学校嫌いだったけども、教育長と出会って勉強が好き

になり、また学校が好きになったというような保護者さんのお話も伺いをしてお
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ります。思春期の小学校や中学校時代の児童生徒にとって、やはり先生という存

在は大変大きなものがあって、一人一人の能力を開花していくためには、集団生

活の中にあっても、一人一人の個性や能力に合わせた教育を受けられることは非

常に大きな要素になるものと考えております。 

  智頭町教育ビジョンでは、すぐれた教師の条件として、教職に対する強い情熱、

教育の専門家としての確かな力量、総合的な人間力が挙げられております。本町

での資質・能力・指導力の向上への取組状況はいかがでしょうか、教育長の所見

をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。子どもにとって教員というのは、大切な

学習環境でもありますということで、ありがとうございます。 

  まず、６月の答弁でも述べたところですが、まず、ふるさとキャリア教育を実

施するために、先生方には、子どもたちには、智頭の自然・文化・伝統の豊かさ

を具体的な人・もの・ことを通して伝えてほしいというふうに話しているところ

です。そして、智頭の応援団になってほしいというふうにお願いしております。

そして、本町の子どもたちが、私のふるさとは智頭ですと胸を張って言い切れる

よう、智頭町に勤める教員として熱い思いを持って指導していただいてるという

ふうに思っております。 

  先月、新しく着任された先生方の研修として、本町で初めて枕田遺跡のことと、

それから石谷家住宅のことについて研修していただいて、智頭をたくさん知って

いただこうというふうに考えております。 

  また今年度も、主体的・対話的で深い学び、なかなか抽象的な言葉なんですけ

れど、これの実現に向けた授業改善に取り組んでいただいておりまして、その一

つの手段として、何度もここでも話題になっておりますＩＣＴの活用が挙げられ

ております。少しずつでありますが、教え込みや受け身の授業から、児童生徒が

主体的に考え、意見を出し合いながら、より良い答えを見つけて行っていくよう

な学びに今変わりつつあるところです。以前は、先生が書いた黒板を写すだけの

授業であったり、言われたことに対して答えを言うだけということですが、今は、

子どもたちが課題を見つけて、それに対して追求していく、そして、今言われて

いるのが、教員も子どもたちと伴走するというようなことがあっております。そ

れから、子どもたちにやる気を起こさせるとか、それから、いわゆる教えるとい
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うよりは、支援するという立場で先生方が今研修に取り組んでいただいていると

ころです。そして、子どもたちの一つのよりどころに先生もなるということに向

けて頑張っていただいておるところです。 

  それから、今Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の時代が到来してきておりまして、その変

化に前向きに受け止められる知識・技能を意識して、継続的に新しい知識・技能

を学び続けていくことが必要だと考えておりまして、そういった意味でも、総合

的な人間力が先生方にも求められて、それでお願いしているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  ご答弁いただきました。智頭町に生まれた児童生徒が智頭

町に誇りを持つ教育を受けられること、そして、受け身ではなく、主体的に学ん

でいこうという、その姿勢を、共に伴走型として支援していくというような答弁

であったと思います。このあたりをますます進めていただきたいと思います。 

  そして、こちらは一つ提案になるのでありますが、今智頭町の保育園、小学校、

中学校でどのような動きがあるのか、保護者や一部の関係者の中では情報共有が

図られていると思いますが、一般住民の中では、このあたりにも疎い方も多いの

が現状ではなかろうかと推察いたします。智頭町の将来を担う子どもたちが、今

学校の中でどのように学び、また、地域との関係を持ちながらどのように成長し

ているか、もっと知りたいと願っている町民も多いのではないかと感じます。直

接そのような住民と触れ合う機会を増やすことはもちろん歓迎するわけですが、

もう一つ、いろんな媒体であるとか、広報誌、学校だより的なもの、そして、イ

ンターネット上での情報発信、あるいは告知端末を利用した情報発信などで学校

でのトピックスや学びの様子などを広く町民に知らせていただくことも必要では

ないかと考えますが、そのあたり、教育長の所見をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。現在は、インターネット上のホームペー

ジで学校の取組の様子、それから学校だよりなど、子どもたちの様子をお知らせ

しているところです。 

  それから、マラソン大会のことなんですけど、告知端末等で開催時期等を地域

にお知らせして、応援に来てくださいというような話もしたところです。それか

らということで、それなりに情報を発信していると思います。それから、学校だ
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よりについても、各戸に配布しているというふうに認識しております。 

  それから、ただ、個人情報保護や肖像権侵害防止の観点に配慮しながら、学校

での子どもたちの様子をお伝えすることをしているわけですけど、地域の皆さん

にも、学校を知ってもらうように、さらに地域に拓かれた教育活動を取り組んで

いきたいというふうに思います。 

  ただ、併せて、今コミュニティ・スクールの取組として、地域の方にも、学校

の様々な取組に参画していただいておるところです。学校支援ボランティア等を

募集しておりまして、それで、子どもたちと地域の方が一緒になって活動してい

ただいたり、それから、学校の環境を整えていただくということでやっておりま

して、学校の課題も一緒に共有していただきながら、学校のさらなる充実に努め

ていきたいというふうに思っております。機会を通して広報していきたいという

ふうに思っておりますので。 

  ということで、以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  学校の持つ様々な課題を地域と共有していくと。それコミ

ュニティ・スクールの流れもありますし、そういった動きを加速させていただく

というのは大変同意をするところであります。ますますそういった動きを進めて

いただきたいと思います。 

  ２項目めに、ＧＩＧＡスクール構想を智頭らしくいかに展開するかという項目

を用意しとったんですけども、１番目の同僚議員の質問の答弁の中に、ハイブリ

ッド型授業であるとか、不登校に対するオンライン授業であるとか、健康観察の

ことであるとか様々に答えていただきましたので、ここでは、本町として、そう

いったＧＩＧＡスクール構想に基づいて、１人１台の端末配備が行われているわ

けでありますが、その効果と課題について、特に都市部と比べて児童生徒の少な

い智頭町で、どういった特色ある智頭らしい有効な活用策があるのかというあた

りに絞って、その方策についての教育長の所見を、重なるところもあるかも分か

りませんが、そのあたりの所見を伺いたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。先ほど言われたように、ちょっと重なる

こともあるかもしれませんが、そのときは失礼いたします。 

  まず、成果といたしまして、児童生徒の学びが充実しました。児童生徒は、課
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題や目的に応じて、インターネット等を用いて様々な情報を主体的に収集、整理、

分析することが容易になって、プレゼンテーションの資料作成の際にも、多くの

時間を要することなく作成が可能になっております。 

  また、教室で完結しがちであった学びが、１人１台端末を活用することで、海

外とつながる、本物のコミュニケーションを行うこともできるようになってきま

した。ほかにも、デジタル教材や教科書にＱＲコードが今書いておりまして、そ

れを読み込むことで、文字だけで得ていた知識を映像や音声とともに得られるよ

うになってきております。 

  次に、柔軟な学習支援が可能になったということで、先ほどハイブリッドの話

をさせていただきましたので、それを省略しますが、さらに、ＡＩドリルという

のを導入しております。一人一人の学習履歴に応じて、苦手な問題や次に取り組

むべき問題等を提示してくれるものです。児童生徒は、自分に合った学習を行う

ことで個別最適な学習になっております。これらの成果は、実を言いますと、Ｉ

ＣＴ環境等のハードの整備はもちろんですが、本町に小中学校に配置しておりま

す、前に答弁しましたけど、ＩＣＴ支援員の取組や、それから各校の情報教育担

当、それから、それぞれの先生方の努力によってなされてきているというふうに

私は感じております。 

  課題としましては、インターネット環境の整備があります。教育ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）を推進するために、児童や教員が使えるパソコン

やタブレット端末の環境のことなんですけれど、智頭町の状況としては、児童生

徒が一斉にインターネットに接続した場合、特に画像等を出そうとしたときが多

いようですけど、スムーズに使用できない事象が見られております。これにつき

ましては、現在、県の事業を活用しながら、これらの原因について、ネットワー

クに関するアセスメントを行っているところです。現在、ＧＩＧＡスクールとか

ＤＸとか話題になるのは、特に学校教育の現場ではあるんですけど、やっぱり保

育園にもＩＣＴが導入されておりまして、保育園の実態としましては、学校に比

べまだ不十分だと思います。保育士等の業務改善や保育の質の向上を目指して、

計画的に整備を検討したいというふうに思っております。 

  次に、ＩＣＴの活用指導力に、実を言うと教員の差もあるということも課題に

なっておりますが、これもＯＪＴを含め、研修等で何とか差をないようにという

か、そういう力をつけていただくように今努力しているところで、初めに言いま
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したように、県の事業等も、中学校では活用してやっているところです。 

  それで最後に、都市部と山間部の比較というふうに言われましたけれど、ＩＣ

Ｔを活用することで空間を超えることが可能になってきました。ですから、都市

部であろうが山間部であろうが、できることは変わりません。山間部であるこの

智頭から、世界に向けて発信が可能になってきております。既に中学校の先ほど

言いましたように、英語では外国とつながって会話をする機会も設けております。 

  それから、小学校ですけれど、４年生が智頭町の魅力をアピールするＣＭを今

作成に取り組んでいるというようなことがありまして、山間部と都市部というこ

とで、特に課題を感じているものではございません。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  ありがとうございます。大変丁寧に答弁していただきまし

たので、時間のほうが短くなってまいりましたので、一部割愛させていただきま

して、社会教育のことについてもお尋ねをさせていただきたいと思います。 

  智頭町社会教育の基本理念、基本目標を具体的にどのように実現していくかと

いうことでありますが、智頭町総合計画の後期の基本計画、そして、先ほどあり

ます智頭町教育ビジョンとも連動し、令和４年から令和８年までの５か年を期間

として、智頭町社会教育計画が定められております。既に触れました、まちの７

次総合計画において、施策の視点としての学びの中に、生活の知恵から趣味や仕

事まで暮らしを彩る学びを増やすという位置づけのもとに基本目標が定められて

おります。町民一人一人が自主的な学びの機会を充実させる、心豊か・心あたた

まる文化芸術活動の充実、町民の郷土愛の育成、郷土文化・財産の保存、町民の

学びの拠点、環境の整備が掲げられております。これら総合計画の後期計画と同

じ令和４年度から令和８年度までとなっておりますが、まだこれの途中にあるわ

けですが、今日までの成果や課題について、教育長としてどのような認識をお持

ちなのか所見をお伺いいたします。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。まず、本年度から社会教育に関わる職員

を県から１名派遣していただいており、社会教育のさらなる充実を期待している

ところです。これから基本施策を支点にして、成果や課題を述べさせていただき

ますが、時間もありませんので、早口でしゃべらせてもらいますが、よろしいで
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しょうか。 

  まず、町民から自ら学ぶ学習環境づくりですが、生涯学習講座を近年実施でき

ずにおりましたが、昨年度から地域の人材や関係機関とも連携して、実施できる

ことになっております。 

  次に、社会に開かれた学校、地域とともにある学校に向けて、学校運営協議会

を開催しておりまして、地域の方々に学校教育に関わっていただけるように取り

組んでいるところです。 

  それから、青少年健全育成や文化芸術の推進については、様々な取組を計画し

ておりますが、関係者の皆様の献身的な取組によって、特にコロナ禍による行動

制限が少なくなったことによって、本年度はさらに充実した取組になっていると

いうふうに聞いております。 

  それから、社会体育の振興については、体育協会とか総合型スポーツクラブの

皆様が中心になって、その役目を十分果たしていただいているというふうに聞い

ております。 

  それから、文化財保護事業のことについては、本町には、西日本最大級の枕田

遺跡をはじめとする多くの遺跡や、すばらしい文化財がありますので、その保存

や整備、さらには、教育的活用などについて今取り組んでいるところです。既に

枕田遺跡等を利用した学校の授業なんかにも入り込んでいっているところです。 

  また、林業の景観保存委員会とか、智頭町伝統的建造物群保護地区保存審議会

を今開催しておりまして、町内外から文化財等の専門家を招聘して、智頭町の伝

統的な宝を次につなげる、それから、教育資源や観光資源として活用を今検討し

ているところです。 

  家庭教育について、これも子育て家庭の悩みや不安に寄り添ったり、それから

孤立化を防いだりする取組を今推進しているところです。 

  図書館につきましても、ご存知のところ、たくさんの事業をやっていっていた

だいております。既に県内外からたくさんの方がその取組を学びに来ていらっし

ゃるということで、かなり成果を上げていただいているというふうに考えていた

だければというふうに思います。 

  それから、利用しやすい環境については、施設の整備、それから修繕等を今行

っておりますが、一部に老朽化している施設もありますので、今後、戦略的に維

持管理が必要ではないかというふうに考えております。これからも社会教育のさ
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らなる充実を目指していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岡田議員。 

○３番（岡田光弘）  時間がなくなってまいりました。非常に丁寧に幅広い社会

教育の推進ということでお答えをいただきました。急激な人口社会の中で、今後、

智頭町が持続可能なまちづくりを進めていく上で欠かせないのは、幅広い世代の

住民が学び続けるという環境をもっていくことだと思います。そこで学んだ内容

を、今度は地域に還元していくということではなかろうかと考えます。学校教育

はもちろん、全ての住民が学ぶという視点で成長し、まちづくりにつながり、町

長の日頃言われる住民満足度の高いまちづくりにもつながるものではないかと思

います。そのことによって、本町に住む豊かさを実感できる、まさに智頭らしい

ということであろうかと思います。総括的なお考えがあれば、最後に教育長。 

○議長（谷口雅人）  もう既に時間を経過しておりますので、以上をもって質問

は終わってください。 

  以上で、岡田光弘議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時０７分 

再 開 午前１１時１５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、大河原昭洋議員の質問を許します。 

  １０番、大河原昭洋議員。 

○１０番（大河原昭洋）  通告に従いまして、重層的支援体制整備事業について、

順次質問をいたします。 

  本題に入る前に、８月１５日、お盆の時期を狙ったかのように台風７号が本州

を縦断しました。鳥取県東部を中心に線状降水帯が発生し、猛烈な雨に見舞われ、

大雨特別警報が発令されました。降り続く雨に本町に甚大な被害をもたらした平

成３０年７月の西日本豪雨が頭をよぎったのは私だけではなかったと思います。

幸いにして、今回、深刻な被害の報告はないようで少し安堵をしましたが、近隣

である鳥取市佐治町や八頭町などでは、道路の崩落や住宅、田んぼなどへの土砂

の流入、冠水などの被害が発生し、住民生活に多大な影響が及びました。一難去

ってまた一難と言われるように、台風７号以降も数多くの台風が発生しています。
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忘れてはならないのは、台風シーズンはこれからが本番となります。執行部の皆

さんには、町民の生命、財産、暮らしを守ることを第一義に考え、必要な対策を

講じていただくことを切にお願いし、質問に移ります。 

  少子高齢、人口減少、地域社会の脆弱化など社会構造の変化の中で、人々が

様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよ

う、地域住民が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく

ことのできる地域共生社会の実現が求められています。こうした考え方を具体化

するため、平成２９年の社会福祉法改正を踏まえ、地域住民相互の支え合いの体

制づくりや関係機関の連携による包括的支援体制の整備が進められてきました。 

  しかし、地域住民の抱える課題がさらに複雑化・複合化する中、従前の支援体

制では課題があることから、令和３年４月に社会福祉法が再度改正され、重層的

支援体制整備事業が創設されました。 

  そこで、一つ目の質問になります。 

  本町では、令和４年度から本事業が進められていますが、これまでの評価をど

のようにとらえているのか、町長の所見を伺います。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  大河原議員のご質問にお答えします。 

  近年、少子高齢化、社会の高度化・複雑化などにより、幼い子どもの世話や認

知症の親の介護を同時にしているといった高齢、児童などのこれまでの縦割りの

相談支援体制では十分に対応できない、こういった事例が多く見られるようにな

りました。このため本町では、重層的支援体制整備事業に取り組む以前から、福

祉課内に生活保護・生活困窮者自立相談事業、障害相談、要保護児童対策地域協

議会、地域包括支援センター、子育て世代包括センター等々を設置し、隣フロア

にある智頭町社会福祉協議会と連携をするなど、包括的相談支援体制の充実を図

ってきたところであります。 

  令和４年度からは、重層的支援体制整備事業に取り組み、従来の相談体制をよ

り充実させ、支援会議には、生活支援コーディネーターやアウトリーチを通じた

継続的支援事業委託業者等の外部機関にも参加していただき、ふだん住民と多く

接している方から直接声を聞けるよう、こういったことになるよう支援が必要な

人に手が届く機会が増えてきたというふうに思っております。 
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  また、委託業者との連携によるアウトリーチ支援が心配される家庭への実質的

なサポートにつながってきており、これらの我がまちの取組は、厚生労働省のホ

ームページでも、自治体の事例として紹介されているところであります。それを

踏まえ、重層的支援体制整備事業に取り組んだことによって、これまで進めてき

ました地域包括ケアシステムのレベルアップにもつながっており、引き続き、こ

の取組を進めていこうと考えているところであります。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  そういった社会的な部分も含めて、柔軟に体制を整備

をされてきたということで、地域包括ケアシステムも充実してきているように感

じているという趣旨だと理解しました。 

  この重層的支援体制整備事業といって長ったらしい名前で堅苦しくて、何か名

前だけ聞けばよう分からんというのが一般的な感想だと思うんですけど、要する

に、これまでに町長の先ほど答弁がありましたように、子ども、障がい者、高齢

者、生活困窮者といった縦割りの支援体制だったものが、それではなかなか難し

くなってきたということで、やっぱりそういったことを変えていくといいますか、

そういったことを、より隙間の世界といいますか、はざ間の世界というか、それ

をきめ細やかにやっていこうっていうのが、そういうことだろうと思っておりま

す。 

  この事業の大きなテーマとして、包括的支援体制の整備、先ほど町長の答弁に

もありましたけども、そういったことが挙げられておりますが、その中に大きく

分けて三つ支援があります。 

  一つは、相談支援、二つ目としては、参加支援、三つ目としては、地域づくり、

これ一つ一つ議論していきましたら時間もありませんので、絞らせていただきた

いと思いますけども、二つ目の参加支援の中に、伴走型の就労支援というものが

あります。これは、就労を目指す中で、様々ないわゆる就職への準備での技術の

習得であったりとか、就労、いわゆる就職につなげていくという、そういうふう

なことではありますけども、本町では、それなりに成果が出てきているんじゃな

いかなというふうに感じるところもありますけども、そのあたりの見解について

お聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  伴走型就労支援についてでありますけども、本町では、平

成３０年度から就労支援員を配置して、就労を希望される方に、相談、研修、そ

して職場案内など就労支援を行ってきているところであります。そういった結果、

就労を希望される方に寄り添った支援を行うことができておりますし、実績とし

ては、年間５名程度の方々の希望に寄り添っていっておるんではないかなという

ふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  ５人程度、そういう実績も出てきているというふうな

ことでございました。 

  次に、ちょっと通告していませんけれども、これからちょっと私が話すことに

対して、町長の率直な感想を聞かせていただきたいと思うんですけど、いろんな

事情があってつまずいてしまった子どもがいます。その子が徐々に成長していっ

て、大人になる。そして、ひきこもりになってしまう。行政がちゃんと手を差し

伸べることによって徐々に自信を取り戻して、就労に向けても前向きになってい

るということです。具体的に言えば、職員さんがハローワークに同行していった

り、企業の面接にも一緒に付き添ったり、就職が決まってからも、これで終わり

ということではなくて、しっかりフォローを続けているということです。 

  私が話を聞いた職員さんが言われていたのは、福祉は目立つことではないです

が、一人でも多くの人が自立して、社会参加につなげていくことで、まちの中が

上手く回れば、それでいいと思っていますというふうに言われていました。この

話を聞いてどのように感じられたか、町長の感想を少し聞かせていただけますか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  私どもの職員がそういうふうに言ったというなら、もう本

当に自慢できる職員ではないかというふうに思います。やっぱり福祉という大き

なくくりの中で話をする中で、福祉課の職員がすることが福祉全部ではないと思

っています。住民の皆様方が納得できる、十分満足できる、そういったことが結

果的にそういった認識をしてもらえるならば、それがイコール福祉なんだと思い

ます。ですので、教育とか福祉だとか、そういったいろいろな分野でものを申す

のも大事なんでしょうけども、かぶるところって必ずたくさんあるんだろうと思

います。ですので、福祉課のやること、福祉のする分野ではないと思ういうこと

じゃなくて、行政の職員として、そういったことをしてもらえれば、これからも
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ずっとそれを継続していってくれるということを私は望むところであります。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  私は、本当にこの話を聞いて、職員さんの努力といい

ますか、本当に頭の下がる思いだったなというふうに感じております。智頭町の

ような小さいまちだからできるんじゃないかというふうに思われがちなんですけ

ど、黙っていて勝手にできるものは何一つないわけです。ですから、一人一人の

職員さんの意識の高さであったりとか、そういう行政全体がというふうな視点で

言えば、そういうふうなことがあるのかなというふうに思います。 

  この伴走型の就労支援というのは、やはり県下で一番成功しているというふう

に、先ほど町長は５人というふうなことのお話もありましたけども、県下で、や

っぱりそのプロセスも含めて、一番やっぱり成功してるというふうに言われてい

るんだというふうに思っております。 

  少し話は変わりますけども、何か問題であったりとか事案が発生したときに、

これは福祉課だよとか、これは教育委員会だよとか、そういうことではなしに、

切り離すことではなしに、やっぱり行政として全体が連携を深めていくというこ

とが大切であろうと。そして、地域住民の力も借りながら、よりきめ細やかに対

応していこうということが必要だというふうに思っております。 

  子どもも含めてということを言えば、昨年から始まっております旧諏訪保育園

に設置された、つむぐるさんの活動が挙げられますが、このことについて、まち

としてどのような取組であったりとか、効果というのを期待しているのか、その

あたりについて町長の見解をお伺いさせていただきます。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  昨年から、アウトリーチを通じた継続支援事業、こういっ

たものを委託しているところであります。また、今年度からは、子どもの生活・

学習支援事業というものも委託して、子どもの居場所づくりに取り組んでおりま

して、ずっと今年度そこの施設の整備をしておりましたけども、この９月から開

始したところであります。 

  期待する取組とか効果については、まちと連携したアウトリーチ支援によりま

して、心配される家庭への自主的なサポートにつながること、また、そういった

住民と接する機会をより多くして、いろんなたくさんの方の声が聞けるようにな

ることで、支援が必要な方というものが掘り起こしができ、それに対処すること
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ができるようになるということが挙げられるというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  子どもということの視点で言えば、生活学習支援なん

かもというふうなことでございました。子どもにおいては、よく居場所づくりと

いうことが言われますけども、これはもちろん高齢者にとっても当てはまるとい

うことは、重々私も認識をしております。子どもであったり、お年寄りであった

り、そういった方々が安心して過ごせる場所、そして、自分の存在感であったり

とか充実感が得られる場所ということが求められているんだろうと。その反面、

居場所を作ってもやっぱり来られない人であったりとか、相談体制ということを

作っても、相談すらやっぱり来られない人もいるわけです。そういった人たちに

も、先ほど町長が言われたように、アウトリーチですね。分かりやすく言えば、

訪問などを通じた、そういった相談支援というようなことになろうかと思います

けども、そういったことで、積極的にアプローチ、フォローしていきましょうと

いうのが、この事業の私は肝の部分であろうというふうに思っております。 

  それでは、この重層的支援体制整備事業が始まって１年程度経過しております。

（２）の次の質問として、見えてきた課題としてはどのようなものがあるのか、

また、課題解決に向けた対策をどのように考えているのか、町長の所見を伺いま

す。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  課題ということでありますけども、先ほどちらっと言いま

した子どものところでも、そういったことがあると思いますけども、これは子ど

もだけのことじゃなくて、人が寄って話をする、これは高齢者でも子どもでも一

緒なんでしょうけども、そういう機会が増えることによって、人と接する、結果、

この人が困っているんじゃないか、あの人が困っているんじゃないか、そしてま

た、そういったよそが困っているよという話を聞く、いろんな意味合いで、そう

いった通常の生活がしにくくなっている方々の情報をとらえる、こういったこと

ができるようになってくると思います。これが第一の大きな課題をクリアできる

ことではないかというふうに思っています。 

  そして、次に、こうした社会とのつながりが薄くなっている人が就労や地域の

活動に参加して、自分自身を見つけ、自分を取り戻していく、こういったことが

できるような、いわゆるそれぞれの参加支援の場をどういうふうに構築するか、
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こういったことも大きな課題となってくるというふうに思います。もう少し加え

て言いますと、その地域で暮らし続けて、地域で支える、そういった関係をどう

いうふうに構築していくか、これもやっぱり大きな問題ではないかというふうに

思います。 

  こういった中で、いわゆる、これまでまちとしてもいろんなところで言ってお

ります住民自治というようなこと、それからおせっかいのまちづくりといったこ

と、いろいろなものにも当てはまってくるんではないかというふうに思っており

ます。ですので、こういったことを把握するために、住民の皆様への周知をずっ

と行っていきたいというふうに考えておりますし、そういった課題解決方法とし

ましては、町内の皆様が集まれる、いわゆる会合されるとき、そしてＰＴＡの活

動、それからさっき言いましたいろんな地域の活動の中、そういったことにまち

のほうからも出向いていって、こういった体制を整えているけども、そういった

情報を教えてくださいねとか、そういう対応も方法もこんなことがありますよ、

あんなことがありますよということをやっぱり説明していきたいなというふうに

思っています。 

  そして、ある程度将来的なことになるかと思いますけども、参加のやっぱり支

援、そして、地域で支え合える関係の構築のために、様々な場合での地域づくり、

そして、そこでのいわゆる重層的なという、専門用語になるんでなかなか言いに

くいかも分かりませんけど、実際、高齢者それから障がい者、それから子ども、

いろんな中で単体ではなくて、やっぱり横のつながりを持ちながら、縦のつなが

りを持ちながらでも、やっぱりそういったことが重層的な支援になるんだよとい

う、そういったものも含めた説明というものをやっていって、周知をできていっ

たらなというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  丁寧な答弁をいただいて、人の問題ということと、地

域の支え合いというふうなことについては、少しちょっと分けて議論をさせてい

ただきたいんですけど、先ほども少し申し上げましたように、これまでの事業の

進め方については、一定の評価はできると私は感じております。 

  一方では、きめ細やかにやろうとすればするほど時間もかかりますし、やはり

仕事量というふうなことを考えれば増えてくると感じております。職員さんの今

の現有戦力では正直限界もありますし、やはり細かくやろうとすればするほど、



－４５－ 

マンパワー不足ということが否めないかというふうにも思いますけども、そのあ

たりの考え方を少し聞かせていただけますでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  議員ご指摘のとおりに、マンパワー不足については否めな

いところがあるんだろうというふうに思っています。ただ、先ほどの議員の話の

中にもありましたけども、各部署がそれぞれ自分のところはこれだよ、あれだよ

ということでなくて、他の部署でも福祉的な視点を持って通常業務に当たる、こ

ういったことも大切なんではないかというふうに思っています。ですので、福祉

課がするから私はとかいうことじゃなくて、そういったいろんな分野において、

地域のことにも、福祉課の職員でなくても参加し、そういった情報を得る、その

得た情報を横のほうでつなげていく、こういったことが大事になってくると思い

ます。 

  そしてもう一つは、地域の民生児童委員の皆様、そして、社会福祉協議会の皆

さん、こういった他の団体とのやっぱり横のつながりというのも大事にして、マ

ンパワーを補っていきたいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  役場内でもほかの部署ともしっかりと連携をするとい

うことが必要だというふうに町長のお考えを聞かせていただきました。 

  あとマンパワー不足を補う手だてということで、地域というふうな、先ほどお

話もありました。この部分に関して、先ほどから出ているアウトリーチ、訪問支

援というふうなことをお願いできるところを、また新たに開拓していくというこ

とも当然必要だろうというふうに思っておりますし、人と人とをつないでいく、

そのサポーター的な存在の育成ということも必要だろうと。今現在、フレイル予

防というふうなことで進められている部分もありますけども、そういった形がま

た横に広がったりしていけば、よりいいのかなというふうにも思っております。 

  行き着くところとしては、やはり地域の力をいかに高めていくかいうことが、

やっぱり事業成功の大きなかぎの部分になるのかなというふうにも思っておりま

す。こういった地域の担い手、いわゆる地域の人材育成ということは、以前から

ずっといろいろ言われていたんですけども、ここもなかなか、こうしたらいいよ

という特効薬というのはなかなか難しいと私も思っているんですけど、現時点で

の町長の人材育成、地域の人材育成について見解を少し聞かせていただけますか。 
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○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  やっぱり地域力を上げるということは、地域の皆様の力を

いかに発揮していただくかということだというふうに思っています。本来、智頭

町では、こういった地域を支え合う取組としては、地区振興協議会の活動である

とか、森のミニデイであるとか集落ミニデイであるとか、こういったことの活動

については浸透しているところだというふうに思っております。ただ、これらを

継続、発展していくというためには、新たな地域の担い手、人材確保、いわゆる

育成というものが大事なことなんだというふうに思っています。ですので、先ほ

ど議員も言われました、即できることではないんですけども、やっぱりこういっ

たことを念頭に置いて、これからも暮らしを考える会であるとか、それから住民

向けの講演会等、こういったことについて、やっぱり地域の担い手、人材確保を

お願いしますよというような推進をしていきたいというふうに思っております。 

  どうしても各地区振興協議会の森のミニデイもお世話をされる方がそのまま５

年、１０年となって、なかなか更新ができていないという実態もありますので、

その辺のところも、行政だけじゃなくて、地域の方々もやっぱりそういった悩み

があるんではないかと思いますので、一緒になってそこを考えていけたらなとい

うふうに思います。 

  そして、本事業を進めていくに当たりまして、今後もいろんな課題が生じてく

るとは思います。そういったことがありますんで、その都度、その都度、いわゆ

る課題分析して、解決策を検討していきたいと思っています。 

  やっぱり福祉と言いますけど、先ほど言いましたけども、大きな意味合いで言

う福祉というのは、ゴールなんかないんだろうと思っています。ですので、ある

程度充実できれば、まだそれ以上のことをいうことを思っていますんで、そうい

ったことも念頭に置いて推進していきたいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本当にそのとおりだというふうに思っております。町

民の多くの皆さんであったり、町内の多くの機関というふうに言われている部分

であったりとか、そういった地域の中心的に担っていただいている振興協議会で

あったりとか、やっぱり高齢者福祉というふうな居場所づくりをやっていただい

てるような森のミニデイの方々であったりとか、公民館の方々であったりとか、

そういうふうな方々、ここにいる私も含めて、議員もそうだと思うんです。職員
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の皆さんもそうだと思うんですけど、重層的支援というのは何で始まったのか、

その中身はどういうものなのかということをやっぱりしっかり認識して、理解を

深めていっていただいて、智頭町らしい地域共生社会というふうな実現を期待し

て、次の質問に移らせていただきたいと思っております。 

  ２番目です。 

  生成ＡＩの活用ということで、急速に普及する生成ＡＩ（人工知能）ですが、

これは、インターネット上にある膨大なデータを学習することで、指示どおりに

新たな文章や画像などを生み出すことができると言われています。これを利用す

ることで業務の効率化が期待できる反面、情報漏洩や著作権侵害などのリスクも

指摘されています。 

  一つ目の質問ですが、本町の業務利用に向けては、現在どのように考えている

のか、町長の所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  ＣｈａｔＧＰＴをはじめとする生成ＡＩは、革新的な技術

あり、その性能が飛躍的に向上する中、社会の様々な分野で活用が広がる可能性

があり、また、職員の業務や作業をサポートするツールとしては大変期待してい

る、そういったところであります。 

  一方で、生成ＡＩには、意図しない非公開の情報漏洩や回答の正確性、それか

ら著作権の侵害、こういった様々な問題が指摘されているところであります。業

務の効率を図るために生成ＡＩの活用は有用であると認識しているところではあ

りますけども、利用については、先ほど言いましたような様々なリスクへの対応

が必要となるために、現在、本町の生成ＡＩ利用ガイドラインを策定中であり、

できるまでの間は、県のガイドラインといいますか、鳥取県庁ＡＩ活用ガイドラ

インというものがありまして、それを参考とするようにしているところでありま

す。 

  また、ＡＩ技術の活用は、町のホームページ、公式ＬＩＮＥに、ＡＩチャット

ボットを導入しておりまして、よくある質問の回答をあらかじめ登録して、自動

回答ができるシステムになっております。その他いろいろな会議の中での会話を

自動で文字起こしができるような、そういった議事録作成ＡＩシステム、こうい

ったものも多少なりとも導入しているところであります。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 



－４８－ 

○１０番（大河原昭洋）  県が策定しているガイドラインを参考にしながら、安

全面に配慮しながら利用を今後考えていこうということだろうと思っております。

本当にこれ上手く使えば、文章の要約であったり、議事録というようなことの作

成など業務の効率化が十分期待できるというふうに思っております。議会にも会

議の開示請求がよく出てまいりますし、このような煩雑な議事録なんかは、まさ

にそういうことだろうなというふうに思っております。このことについてはこれ

以上触れませんけども、本町でもガイドラインを早急に作成していただきまして、

考えているということなんですけども、やはり何名かの職員さんが試験的に使っ

てみる、そして、どの程度業務の効率化につながるかということを検証してみた

らどうかなというふうに思うところもあるんですけど、そのあたりの考え方につ

いては町長いかがですか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  確かに公的な考え方で使うということじゃなしで、やっぱ

り試作的にちょっとやってみようかねということでは、それはあるんだろうと思

いますけども、先ほど言いましたように、実用に向けては、やっぱりなかなか問

題点がありますし、さっき言ったような非公開の情報漏洩等々以外の話の中でも、

倫理的な、それから道徳的なもの、こういったものもやっぱり生成ＡＩではなか

なか判断ができないというようなところがあります。これが期間を、これから１

０年、２０年たてば、そういったことも組み込みながら結論が出るのか分かりま

せんけども、まだまだ出たばかりですので、そういった判断が生成ＡＩではでき

ないというのがきちんと出てきておりますので、試作というか、ちょっとの間使

ってみようかなということはあっても、実証までには、なかなか至らないんじゃ

ないかなというふうな思いはしています。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本当に言われるとおりであって、本町の業務に活用で

きる新たな用途ということも当然あろうかと思いますので、そういったところを

探るためにも、試験的な運用ということは今後進められていくべきだというふう

に思いますので、徐々にではあろうかと思いますが、検討を要請いたしまして、

関連して、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  次は、教育長に伺います。（２）番です。 

  文部科学省は、生成ＡＩの学校でのガイドラインを公表していますが、本町の
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学校現場での活用をどのように考えているのか、教育長の所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  お答えします。まず、私も生成ＡＩを使ってみたり、私

のことを聞いたんですけれど、そういう情報は持ち合わせておりませんけれども、

それから、議会で答弁する教育長というイラストを作らせてみたら、それなりの

ものを作ってくださって、これもおもしろいなと思ったんですけど、ただ、教育

現場における活用については、児童生徒の発達の段階を十分に考慮する必要があ

るというふうに言われています。ただ、現在、各市のサービスの利用規約に、年

齢制限があります。例えばＣｈａｔＧＰＴ、これがＯｐｅｎＡＩが作っているＣ

ｈａｔＧＰＴですけど、これは１３歳以上です。そして、さらに１８歳未満では、

保護者の同意が課せられております。 

  それから、次に、あれはマイクロソフトが作っているＢｉｎｇというのがある

んですけど、これは青年でないとだめだと。それで、未成年は保護者の同意が必

要であると。 

  それから、次に、Ｇｏｏｇｌｅ側のＢａｒｄというのを作っておりますが、こ

れは１８歳以上に限定するというふうになっております。そういうことを考えた

上で使う必要があるというふうに思っています。 

  それで本町においても、この文部科学省が示している初等中等教育段階におけ

る生成ＡＩの利用に関する暫定的なガイドライン、これに基づいて活用が考えら

れる例を参考にしながら、活用の場面について検討を進めていきたいというふう

に思っております。ただ、そこにあるように、小学生の活用は考えられません。 

  ということで、それからまた生成ＡＩの普及を念頭にして、ＡＩ時代に必要な

資質能力の向上を目指していく必要があろうかと思います。それから、情報モラ

ルを含む情報活用能力の生成について、一層の充実を図っていきたいというふう

に思っているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本当に教育長みたいに私まだちょっとチャレンジして

いないんですけども、また機会があったら、ちょっとチャレンジしてみたいと思

っております。 

  本当にこの類の進歩というのは目覚ましいものがあって、私たち正直アナログ
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人間というふうな人間はついていけない部分がたくさんあるんですけども、しか

しながら、将来を担う子どもたちに対して、新しい技術を上手く使えるようにし

ていって、また、指導をしながら身につけさせるという義務があるのは、やっぱ

り私たち大人であるというふうに思っております。やっぱり新しい技術というも

のは、往々にして不安に思う部分というのはたくさんあると思いますので、やっ

ぱり今の段階であったら、子どもたちに対して慎重にスタートしていただいて、

丁寧に教えながら活用を始めていくことが大切だろうと思っております。教職員

の皆さんや保護者も周りの人たちも一緒になってまず使ってみて、教育長がさっ

きされたみたいに使ってみて、仕組みを理解することで不安も減るというふうに

思いますけども、このことについて教育長はどのように考えていらっしゃるでし

ょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  教職員の皆さんには、ちょっとぜひ見てほしいなという

ふうに思っております。以前、随分前の話ですけど、算数において、電卓を使う

か使わないかというような議論があったことがあります。もう既に、それ当たり

前の時代になってきたわけです。同じように、生成ＡＩが使う使わないんじゃな

しに、もうそれは生活の一部というか、なってくる時代がそのうち訪れるんじゃ

ないかなというふうに思っております。そのためにも、それがどんなものである

のかということを、やっぱりぜひ先生方には使ってもらいたい。 

  それから同時に、それを使う子どもたちが、今は年齢制限はあるわけですけど、

そのためにどんな力が必要なのかということも改めて考えてほしいなというふう

に思います。 

  それから、先生方の利用に関しては、これからそのガイドラインに沿って、業

務改善につながるものが随分あるというふうに私も思っておりますので、その方

向で利用していただきたいなというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  先生方におかれましても、業務改善につながる部分が

あるんじゃないかというようなところを、しっかりとこれから検討していくとい

うようなことだろうと思っております。私が思うには、教育の基本というのは、

やっぱり自分が自ら考えて、もっと知りたいと思う姿勢を育てるということだろ
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うと思っております。この生成ＡＩを上手く使うことによって、子どもたちは知

的な好奇心というのがどんどん広がるというふうな可能性もあると思っておりま

す。しかしながら、先ほどからいろいろ町長であったりとか議論しているように、

誤った情報というものもたくさんあるということなので、最終的には、やっぱり

自分自身が判断していくという必要があるんだろうなというふうに思っておりま

す。そのためには、やはり原点に返って、教科書や本ですね。そういった本町に

は図書館というような立派な、そういった施設もありますんで、そういったとこ

ろを活用しながら、必要な知識をやっぱり得ることであったり、何だかんだ言っ

ても、やっぱり人と人との交流、コミュニケーションだろうというふうに思って

おりますので、そういう経験値を積んでいくことということが、より一層大切に

なってくるんだろうなというふうに思っております。 

  このＡＩの普及、生成ＡＩ普及を踏まえて、これからの時代に必要となる資質

であったり能力というものをどう考えて、やっぱり今後の教育の在り方をどう見

直していくのかなというふうなところがやっぱり考える時期に来ているんではな

いかなと思いますけども、そのあたりの教育長の思いを聞かせていただきたいと

思います。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  私もそのことは大事だというふうに考えております。生

成ＡＩの普及だけじゃなしに、社会の在り方が劇的に変わっておるわけですので、

それに対応できる力をつけていく、今の場合は、情報モラルを含む情報活用能力

の育成が必要だというふうに思っております。 

  それから、先日読んだものなんですけれど、スウェーデンで、いわゆるデジタ

ルコンテンツを使った授業が随分普及して、授業のほとんどがそれになっている

という状況、その中で、今子どもたちの集中力とか主体性がちょっと削がれてい

るというデータが上がっております。そして、その中で、確かにこのＡＩを使っ

たり、ＩＣＴを使うことは大事なんですけど、同時に言われるように、人と人と

のつながりを大事にする、それから一つの課題に鉛筆を持ってとか、ペンを持っ

てノートに向かって集中する、そういうことが大事だというふうに言われており

ますので、やはり子どもたちと学び合いながら、一つの課題に向かってやること、

その一つの手段として、このＡＩも含めたＩＣＴのものがあるんじゃないかなと

いうふうに思っております。それを大事にしたいというふうに思います。 
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  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○１０番（大河原昭洋）  本当に生成ＡＩであったり、ＩＣＴであったりとかっ

ていうことは、今後、５年、１０年たったら、もうごろっと今の時代と変わって

いることだろうというふうに思っております。このような便利なものは日進月歩

でどんどん進んでいくんですけども、これからの社会の発展のためには、こうい

ったものも当然重要だろうというふうに思っておりますし、やっぱり上手く使え

る、上手に使える人をたくさん育てていくこともとても大切なことだろうという

ふうに思っております。 

  しかしながら一方で、最近よく情報モラルという言葉を耳にしますけども、こ

の生成ＡＩであったり、ＩＣＴであったり、こういったもののメリット・デメリ

ットというものをしっかり学習をして、本町の教育力の向上にさらにつながって

いくことを期待をいたしまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、大河原昭洋議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時５４分 

再 開 午後 １時００分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、波多恵理子議員の質問を許します。 

  ８番、波多恵理子議員。 

○８番（波多恵理子）  議長の許可を得ましたので、通告に従い、一般質問を行

います。 

  今回は、同和問題について質問いたします。 

  同和問題は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分階級構造に基づく差別に

より、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を

強いられ、日常生活での様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題

です。同和問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和４４年以来、

３３年間、特別措置法に基づき地域改善対策を行ってきました。その結果、同和

地区の物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善され
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ました。 

  しかしながら、差別発言、差別待遇事案のほか、差別的な内容の文書が送付さ

れたりする事案が依然として存在するほか、インターネット上での差別を助長す

るような内容の書き込みがされるといった事案も発生しています。 

  法務省によると、法務局が昨年に扱ったネット上での人権侵害は１，７２１件

で、５年前より約２割減少、しかし、被差別部落など特定の地区を示す事案に限

ると、過去１０年で最多の４４件で約１０倍となっています。 

  鳥取県も、インターネットやＳＮＳの発達、新型コロナウイルス感染症の拡大

などにより人権に対する問題が複雑化、多様化している状況を踏まえて、差別の

ない人権が尊重される社会づくりを一層推進するために、２０２１年に鳥取県人

権尊重の社会づくり条例の改正を行い、差別のない社会づくりの推進第７条に、

インターネットを通じて行う行為を含む差別行為をしてはならないという文言を

追加しました。 

  ここで、最初の質問をいたします。 

  本町におけるインターネット上の差別事象の現状をお聞かせください。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  波多議員のご質問にお答えします。 

  本町におけるインターネット上の差別事象の現状ということであります。現在、

本町の被差別部落を特定する書き込みはありません。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  答弁をいただきました。智頭町においては、今のところ

モニタリング調査において問題となる案件は見つかっていないということですが、

いつ誰が加害者、被害者になるか分かりません。 

  ７月に、同和問題調査委員会として視察を行ったたつの市では、平成２８年度

から行っているモニタリング調査で６４件の差別性のある書き込みがあり、その

うちの４５件に削除要請を行った結果、削除件数は１１件だったとのこと。イン

ターネット上の誹謗中傷、差別書き込みや誤った情報は一旦掲載されると被害が

深刻なものとなり、大きな問題となっています。インターネット時代において、

その便利さと同時に、残念ながら差別や人権侵害は強まりつつあります。インタ

ーネットの特性として、時間的、地理的制約がないこと、基本的に対象が不特定
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多数であり匿名性が高いこと、情報発信、複製、再利用が容易なことなどが挙げ

られます。特にその拡散力は、差別をより強力なものにしてしまうおそろしさを

有します。ネット上の差別が強まっている今こそ、対策の強化が求められていま

す。 

  法務省は、２０１８年以降、ＳＮＳの運営会社や接続事業者らに対し、差別の

目的があるか否かに関わらず、特定の地区を被差別部落と示す投稿について削除

要請を行ってきました。２０２０年から２０２２年の削除要請４５８件に対し、

応じたのは２９５件と６４％、削除率が８２％の性的画像などに比べて削除率が

低くなっています。 

  ここで、次の質問を行います。 

  今後の対策として、智頭町部落差別解消の推進に関する条例第４条、町民の責

務の中に、インターネット上の差別を含む差別をしてはならないという、差別を

禁止する文言を入れるべきではないかと考えますが、町長のお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  令和３年の３月議会の中でもそういった質問があって、い

ろいろ検討していくというようなことを答えております。それを踏まえまして、

来年度当初の３月の定例会では、そういった条例の改定案を上程しようというふ

うに考えております。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  前向きな答弁をいただきました。インターネットを利用

した差別事象が全国的にも後を絶たないことから、こうした行為を規制する法的

根拠の検討が必要となっています。インターネット上の差別や人権侵害に的を絞

った法整備が強く求められています。智頭町としても検討を行われ、来年度、改

正に向けて動かれるということで、ありがたく思います。有識者の方からも、条

例改正についてのご指摘もいただいていますので、本当に重ねてありがたく思い

ます。 

  次に、ネットを含めた差別事象をなくしていくためには、人権教育の強化が重

要と考えますが、町民に対しての人権教育について、町長のお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  人権教育のことについてということですけども、人権教育

のことについての答える任にはありませんので、返答は控えさせていただきたい

というふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  では、教育長にお尋ねします。 

  今日の同僚議員の答弁でも述べられたように、６月の定例会において、子ども

たちが予測不可能な未来を生きるためとして、目に見えない学力、すなわち人権

教育を挙げられ、グローバル社会、世界で求められているのは、語学力以上に人

を大切にする人材であり、人権教育の充実の必要性について語られました。現在

は、小中学校において、インターネットに関した人権教育をどのように行ってお

られるのか、あるいは行っていこうとされているのかお答えください。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  波多議員の質問にお答えします。 

  まず、この人権教育に関わっては、宮本議員のときにもお話しましたが、ご存

知のとおり、先ほども少し触れられましたが、ネットは匿名で簡単に情報発信で

きる。そして瞬時に拡散できる特徴があるということで、これを悪用した人権侵

害が多く発生して、使い方次第では、加害者にも被害者にもなるということは認

識しております。そして、特にネット上の人権侵害は、被害が短期間で極めて深

刻なものとなること、それから、子どもも簡単に被害者にも加害者にもなってし

まうこと、そして、子どもたちの個人の情報や画像がネット上に流出し、それが

悪用されていること、さらに、保護者や教師などの身近な大人がその実態を十分

に把握しておらず、保護者や教師により、ネット上のいじめを発見することが難

しいため、その実態を把握し、効果的な対策を講じることが困難であるというこ

と等の点が指摘されているところです。実際に、児童生徒によるネット上のいじ

めや人権侵害などの問題が国内では多数発生していて、児童生徒の情報社会にお

いて、人権意識を高める指導、支援の充実を図ることは喫緊の課題だというふう

に考えております。 

  そこで、学校教育では、情報モラル教育ということで、社会の情報化の進展に

より発生しているネットいじめを初めとする人権侵害や個人情報の漏洩や著作権

の侵害など、情報社会の特性から生じている新たな人権問題に適正に対応できる

実践力や行動力を身につけさせるために、発達段階に応じて指導しております。
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さらに、宮本議員の質問でもお答えしましたけど、このことについては、保護者

研修会も大切だと考えております。 

  ただ、ここで確認したいことは、ネットによる人権侵害は、ネットがあるから

いじめが生まれているのではなく、差別をする者がいるから、差別的な土壌があ

るから人権侵害が発生しているということを忘れてはいけないと思っています。

つまり、ネットのせいだけにするということは違うというふうに私は思っていま

す。 

  さらに、子どもたちには、顔が見えないけれど、ネットの向こうにはリアルな

人がいるということをしっかり押さえて、情報モラル教育に特化するのではなく、

日々の人権教育の取組を充実させていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  答弁をいただきました。小中学校での青少年のインター

ネットの利用が年々増加している一方で、ＳＮＳを利用した誹謗中傷や違法ダウ

ンロードなど、子どもたちが加害者や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事

案も発生しています。教育長もおっしゃったように、自己肯定感が強い人は差別

意識が低くなると言われています。今後も子どもたちが加害者にも被害者にもな

らないよう適切な指導を行っていただきますようお願いいたします。 

  次に、最後の質問を行います。 

  現在は、悪質な差別を禁止する差別禁止法、その被害者を救済する人権侵害救

済法の早期制定が強く求められています。たつの市においても、法整備について、

県を通じて国へ働きかけるよう進めているとのことでした。智頭町議会としても、

運動団体との情報共有を図り、連携によって、鳥取県内の他の自治体や議会にも

働きかけることが重要との意見の一致を見ています。差別禁止法の制定について

の町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  差別禁止法の制定を国に求めるということで、毎年、鳥取

県の町村会を通じて県に要望をしているところであります。 

  また、部落解放、それから人権政策確立要求鳥取県実行委員会として、今年も

部落解放・人権政策確立要求中央集会に参加しまして、人権委員会の設置、それ

から差別禁止法の早期制定、人権救済法の制定など強く求めていくことを集会で
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確認するとともに、国会議員への要請を実施しているところであります。今後も

県内各市町村と連携しながら、法の制度整備を求める要望をしていきたいという

ふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  波多議員。 

○８番（波多恵理子）  前向きな答弁をありがとうございます。人は、誰しも不

当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ、平穏の生活を送るこ

とができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であ

るというべきである。２０２３年６月２８日、東京高裁全国部落調査の裁判控訴

審判決の一部です。同和問題の関係者の方から、結婚やネット上での差別を受け

ても泣き寝入りをしてしまうケースが多くあると聞きます。表に出ない差別事象

も多くあります。差別問題は、差別をする側の問題であることをしっかりと認識

し、自分事としてとらえ、差別のない社会の実現に向けて行動をしていかなけれ

ばならないと考えます。より多くの声を国へ届け、差別のない権利を確立してい

き、部落問題を含む様々な人権問題が解消されていくことを願い、私の一般質問

を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、波多恵理子議員の質問を終わります。 

  次に、谷口翔馬議員の質問を許します。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  議長の許可をいただきましたので、質問をいたします。 

  まず先だちまして、先月、台風７号が鳥取県、そして本町に直撃し、様々な災

害が発生いたしました。本町の対応として、避難体制や今定例会の専決処分であ

ります議案第８４号の緊急災害対策事業費補助金など、早急な対応をしていただ

き感謝しているところでございます。しかしながら、まだ台風シーズンは続きま

す。そして、冬になれば大雪での災害の可能性が出てまいります。異常気象が続

く日本ですので、引き続き早急な対応をお願いしたいところでございます。 

  それでは、さきに通告しております項目について質問をいたします。 

  智頭町議会では、常任委員会での代表質問制度はありませんが、今回の私の一

般質問は、総務常任委員会で若者定住について話し合いを行い、その中で出た意

見、要望として、総務常任委員長として質問していきたいと思います。 

  本町では、安心して子どもを産み、育て、教育していく環境づくりなど、切れ

目のない支援をまちの重点施策とし、また、国も異次元の少子化対策を講じると
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している中で、今後、若者定住対策の構想について、町長の所見をお伺いいたし

ます。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  谷口翔馬議員のご質問にお答えします。 

  今後の若者定住対策の構想ということでありますけども、先般、国が示した異

次元の少子化対策の内容は、出産費用の保険適用、学校給食の無償化、児童手当

の見直し、子育て世代の公営住宅の優先的な入居、そして、住宅ローンの金利引

下げであります。果たしてこれが異次元の子育て支援と言えるのかといささか疑

問に思うところでもあります。 

  本町は、第７次総合計画時で、町民のライフステージに沿ってどのような事業

を実施しているのか可視化しています。「赤ちゃんがすくすく育つように」、

「子どもたちの心も体も健やかに」、「子どもたちが充実した学校生活を送るた

めに」など、２０歳までの個別事業を掲載しています。全ての事業において周知

が徹底できないことが想定されていますので、今後は、本町の取組を継続して周

知していきたいというふうに考えています。 

  また、少子化、ライフスタイルの多様化が大きな影響を及ぼしている一つでは

ないかと考えます。女性の社会進出が進み、子育てをしながら働くというスタイ

ルが、これからの時代の理想の形かもしれません。令和２年の国勢調査において、

鳥取県の共働き世帯割合は全国平均よりも高い状況ですし、女性の就業率も鳥取

県は全国で９位となっており、その中で、智頭町は県内では１６位ながらも、高

い就業率となっていること、こういったことに鑑み、子育てをしながら働くとい

う視点を持ち、そのためにはどのような施策が必要なのか、まち全体で考えてい

く必要があるというふうに感じています。 

  そこで、構想ということではありませんが、本町は、これまで住民自治に取り

組んでいること、それから、あたたかいおせっかいがあること、こういったこと

を強みにして、女性が働きやすい環境づくりをさらに進めることで、働きながら

子育てができるまちであることを積極的にＰＲしていくことが重要だというふう

に考えます。そのためにも、先ほど申し上げたとおり、どのような施策が必要な

のかを、行政だけでなく、まち全体で考え実践していくことで、若者定住を積極

的に実施していきたいと、そういうふうに考えます。 
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  以上です。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  町長の答弁でもありましたように、もっともっとＰＲして

いくんだ、そして、まち全体で今後の若者定住対策の構想についても考えていく

んだという前向きな答弁をいただいたと思っております。 

  そして、国の異次元の施策は、本町では既に行っているものでもあります。保

育料の無償化、給食費の無償化、子育て世代に寄り添った相談体制や施策など、

現在でも魅力ある施策は本町にはたくさんあります。町民の方からも評価の声は

ありますが、しかしながら、まだまだ定住や子どもの出生数になかなか結果とし

て結びついていない状況であります。確かに、若者定住はすぐに効果を上げてい

くことはなかなか難しいものであり、特効薬というものはないものだと私として

も感じております。 

  私は、議員になり、若者定住対策について、しつこいほどこの一般質問をして

おりますが、やはり今後の智頭町が２０年、３０年、４０年と元気なまちとして

存続していってほしい、子どもたち、孫たち、その次の世代の方たちがこの智頭

町で過ごせる環境づくりを今以上にしていかなければならないという思いで、毎

回一般質問をさせていただいております。そこは町長は分かっといてほしいとこ

ろでございます。 

  そして、私は、若者定住が地域の発展に果たす役割は非常に大きいと考えてお

ります。若者が地域に残り、成長し貢献することで、地域経済の振興や地域の文

化の継承にもつながると感じます。また、２０年、３０年、４０年とを見据えた

将来には、この若者定住対策がもたらす効果というのは、とても重要な課題であ

ると感じております。 

  ここで、町長が見据える将来の若者定住対策がもたらす効果とは何なのかお聞

かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  若者定住対策がもたらす効果というのは、やっぱり行政の

いわゆる基礎体力である住民の、いわゆる人口の確保だというふうに思っていま

す。ただ、先ほどの政策なり何なり、るる言いましたけども、どうしても若者と

いうのを引きとめるというのが難しい状況にある。なぜなら、やっぱり生まれて

から育って１８年間、高校卒業して社会人になる、あるいは進学する、そういっ
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たときに、この田舎にいたくないという以外の思いとすれば、都会を経験してみ

たい、住んでみたい、いろんな思いがあるんだろうと思います。ただその結果、

やっぱり智頭がいいねと戻ってきてくれる、そういった思いを持ってほしいなと

いうふうに思うわけです。 

  何回かこの言葉を言いましたけど、やっぱり可処分所得というのが鳥取県は全

国で１２位だということです。給料をもらって、いろんな費用、税金とか家賃と

か、いろんなものを引いて残るお金のことです。ですから、そんなに貧しい県で

はないわけです。ただ、やっぱり田舎にいると便利が悪いとか、いろんな思いの

中で都会に出てみたい、これは仕方がないし、若者にそれを止めろというわけに

もいかない、それから、そこの家族の方もやっぱりなかなか制止ができないんだ

ろうと思います。だからそれを、やっぱりどうしてもそこを経験してきた以上、

比べて、ああ、智頭は良かったんだなと思えるような、そのまちづくりをしてい

ければ、そういったＵターンがしやすいというか、するきっかけにはなるんでは

ないかというふうに思います。ですので、できる限り移住もそうなんですけど、

定住というのは、やっぱり今智頭町で生まれて育った子どもが外に出ていってし

まう、だから、期間限定で出ていってもいいよ、帰ってきてねというような、や

っぱりそういった施策にしていきたいなというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  やはり将来の智頭町には、町長も若者定住が重要な課題で

あるとを受け取りましたので、もう少し深掘りをさせていただきたいと思います。 

  余談にはなりますが、先ほど町長の答弁でもありました、やはり一度都会に出

てみたい。私も高校を卒業して、一応都会に出てみたいと思い、大学のほうに、

千葉県のほうに行かしてもらった経緯というのもあります。私が帰ってきたきっ

かけになったっていうのは、やはりこの智頭町の思いが強かったというのも一つ

ありますし、ここにもおります同級生とのつながりがすごく強かったというのも

帰ってきた理由の一つにもなっております。その中で、若者の流出の一つとして、

進学、就職を機に、県外や他の市町村に出てしまうケースというのが多く感じる

ところでございます。この若者定住対策というのは、町外に出た方へのアプロー

チも一つの方策になろうではないかと考えますが、そこについて、町長のお考え

をお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 
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○町長（金兒英夫）  特に進学の方々、こういった方々に手を差し伸べているの

が、おせっかい奨学金だというふうに思っています。ですので、このおせっかい

奨学金については、ただ単にお金を貸して終わりねということじゃなくて、職員

がきちんと定期的にアプローチし、フォローできるような体制を整えています。

そういった中で、うちの生まれた育った行政はこんなところなんだなと、それか

ら、そういったことに横のつながりも通じながら情報を入れていく、こういうこ

とも大事になってくるんではないかというふうに思います。金を貸したから、返

さなくても良いから帰ってこいというような言い方じゃなくて、やっぱり少しで

も智頭町を知ってもらう、智頭町に親しんでもらう、こういう思いを持って学生

生活を送ってもらえれば、そのままそこで就職したとしても、いろんな思いを持

って、ふるさとを考える。もし、職場にあつれきが生じたんならば、ああ、ふる

さとに帰ってきたいなとか、そういった思いを持ってもらえるような、ふだんか

らのつながりというものをずっと継続していけたらというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  町長の答弁でもありました、本町としては、おせっかい奨

学金制度というものを活用して、町外に出た方をもう一度ふるさとのほうに戻っ

てもらいたいという思いの中で始まった施策でもあろうと思われます。この中で

も、メンターと言って、ずっとずっと関係していくことで関係人口も関係してい

くことで、智頭への思いというのもつながるすごくいい取組ではないだろうかと

私も思っております。 

  そしてもう一つ、本町が行っている出てしまった方へのアプローチということ

に関しましては、魅力発信事業というのも一つの方策であろうかと思っておりま

す。現在それを強化していって、フォロワーの拡大にもつながっているところで

ございますが、さらに、智頭町を出ていった多くの方にＳＮＳを活用して魅力発

信や情報を見ていただいたりアプローチするには、智頭町出身の方のフォロワー

や友達追加が重要だと考えております。 

  その一つの提案として、やはり先ほども申したとおり、本町の流出の一つとし

て、進学や就職が考えられる中で、本町で集まる機会というのは、一つで成人式

があろうと思われます。成人式の中で、公式の智頭町のアカウントをフォローし

てもらうようなアプローチをしてはどうかと考えますが、そのあたりについて、

町長のお考えをお聞かせ願います。 
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○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  それも一つの方策なんだろうというふうに思います。ただ、

それが実際に可能かどうかというのは、ちょっと私そういった方面にあまり詳し

くないんで言えませんけども、そういうことができるようなら、どんどん輪を広

げる行為だと思いますんで、一つ、その成人式ということもありますけども、そ

れ以外のことでも、もう少し私が思うのは、先日、大阪の鳥取県人会に参加した

とき、智頭町出身の私より高齢の方が３名おられましたけども、やっぱりそうい

ったところにもうちょっと若い人たちが出てこれるような、そういった発信の仕

方というものもありますし、東京での鳥取県人会なんかにも、やっぱりそういっ

た高齢者でなくて、若い方々が少しでも出てこれるような発信の仕方というのも

あるんではないかというふうに思ってみたりします。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  町長も前向きにこの件についてとらえてもらっていると思

いますので、やはりフォローしてもらうことで、多くの方に情報が発信でき、故

郷を思い出したり、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークが主流に

なった会社等もございますので、その件についても、故郷に帰ろうかなと思うき

っかけになったり、智頭町に移住してみたいと思うきっかけになったり、また、

故郷や智頭を思って、ふるさと納税を行うきっかけになったりと可能性が広がっ

てくるものと感じますので、私も最近１０代の方と関わらせてもらう機会もある

んですけど、そのときにずっと携帯を触っておるので、何をしてるのかなって言

って聞いたことがありまして、そしたら、もうずっとＳＮＳを見ている、何か暇

さえあれば携帯だし、ＳＮＳを見ている状況等もありますので、どんどん智頭町

から発信をすることで、見てもらうきっかけというのはどんどん増えてくるのか

なと思いますので、しっかり検討を願い、次の質問に入らせていただきたいと思

います。 

  奨学生が今後本町に帰ってくると想定する中で、住む場所や土地など住環境の

問題が挙げられると思われます。また、何度も一般質問で言わせていただいてい

るように、家を建てるタイミングで本町の土地を探したが高かったりの影響で本

町を出てしまう事例があります。本町としても、ゆめが丘に今年３棟、若者定住

住宅を整備し、恐らくあと２棟も今後整備する予定であろうかなと思われます。 

  また、そのほかのゆめが丘の土地は、無償譲渡で家を建ててもらう予定だとは
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思いますが、ゆめが丘のほかに、定住対策の土地を確保してはどうかと思われま

すが、町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  新しい定住対策土地の確保ということではありますけども、

今議員言われましたように、今年度３棟を建てて、もう２棟も建てるということ

ですし、ゆめが丘の残りの土地も、やっぱりあそこに一つの大きな団地というも

のを考えております。その辺の方策がまだ決まっていないのに次をということも

なかなか今の段階では難しいかなというふうに思っています。ですので、ゆめが

丘の方策がほぼ決まりかけたとか、決まるんではないかなというような頃に、ま

た次の政策といいますか、一つの考え方を持っていければなというふうに思って

います。 

  今、まちが持っている土地って、自由になるというのは、小谷川の砂防のとこ

ろなわけです。あと３年、４年ぐらいすれば、その完成を見ることになると思い

ます。そうすれば、あそこの土地も動かせるようなことになるんではないかと思

いますんで、順次考えていきたいというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  町長答弁でもありました小谷川のところは、今某社が請け

負っていますけど、なかなかまだ着工したばかりで、多分工期延期になるんじゃ

ないかなって言われてるぐらい、なかなか時間もかかるようなところでございま

すが、また、民間業者が分譲地として土地を造成しておるところはとても感謝し

ているところでもございます。 

  また、本町では、町民グラウンドの付近に町有地を無償譲渡し、２棟建ったと

いう実績もあります。また、無償譲渡を行うことで、町内業者で家を建ててもら

い、商工振興にもつながります。 

  また、隣のまち、岡山県奈義町では、町営分譲地を４か所整備し、７１区画が

完売しているという事例もあります。この７１区画というのは、７１世帯確保を

行っているということで、これはすごく町民の方が住む選択肢としても、４か所

あるということは、いい取組だなというのも思っております。町長も順次考えて

いくということですが、やはりこれ早急な、実際、今現在でも土地を探して出て

いってしまうという事例等も、私が知ってる限りでも、ここ３件ぐらいございま

す。ですので、ここは早急に、もう次の、もう今段階で次の手回しといいますか、
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次の候補を見つけるのも一つの今の時点で行うべきことじゃないかなと思われま

すが、町長その辺をお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  言ってみれば、空いた土地があればという思いはあるんで

すけども、条件的になかなか難しい部分もあるのではないかと思います。 

  先ほど言いましたように、町が持っている土地で使用目的はまだはっきりとい

うか、ぼやけているような状況の土地ならば何とかなるんではないかというふう

に思っていますけども、既存の土地をあなた売ってよとか、どけてよとかいう方

向はなかなか難しいんではないかと思います。ただ、先ほど言われましたように、

民間の方が、ある一定の区画を造成するというようなことも聞き及んでおります

けども、そこですぐすぐ売買ができるのかどうかというのも、なかなか難しい部

分があります。まちからすると、そういった不動産形式ではなくて、先ほど言わ

れましたように、土地を出すから、ここに建ててよと、そこに住んでよというよ

うな言い方で定着してもらえればなと思いますけども、今なかなか右から左への

用地というのが難しいような状況ではないかなというふうに思っています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  現に、実際に土地が高くて出ていってしまうという事例も

ありますので、そこをしっかり検討していただきたいと思います。 

  そして、総務常任委員会で意見交換した中で、緑ヶ丘にあります鳥取県警が所

有しておられます警察官舎の跡地を若者定住対策の土地として使えたらいいのに

なという意見も出ております。本町として、鳥取県にアプローチをしてはどうか

と考えますが、町長のお考えをお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  いわゆる警察官住宅のことでありますけども、それ以外の

県のいわゆる県営住宅の跡地の件でありますけども、あそこを鳥取県から買って

くれというふうに言われまして、そうですね。１５年、２０年ぐらい前ですか、

断った経緯があります。あそこは集合住宅の用地ですので、普通の一般個別の何

ていいますか、敷地として考えれば、造成をしなきゃならないというような思い

があって、それ以外のこともあったんだと思いますけど、お断りしました。 

  そういった経緯の中で、警察官舎の後、無償でもらえるとは到底思えないわけ

ですし、１００歩譲ってあれを無償でもらったとしても、解体をして更地にする、
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そうすると無償で買うよりも高うつかへんのかと思ってみたりするわけです。で

すので、ぜいたくな思いかも分かりませんけども、何もない土地をただでもらえ

ればこれにこしたことはないわけです。前段の無償譲渡したところは、法務局に

貸していた土地を解体して返してもらった。それからもう一つは、いわゆる警察

官舎として貸していた土地を解体して無償で返してもらったということがあった

んで、無償提供ができたという状況ですので、そういったことが、これからも起

こり得れば、どんどん出していきたいなというふうな思いはします。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  総務常任委員会の中で、緑ヶ丘の警察官舎の土地は、家を

建てるにはすごくいい場所じゃないかなというのも意見もありまして、もうどう

にか何かの手段がないかなというのも話しておりました。やはり、まずは、今回

は初めて提案させていただいた段階になります。その中で、一つの要素といいま

すか、町民さんからの苦情も、あそこに対する苦情も出ております。草管理等の

維持管理をもうちょっとしてほしい、これは鳥取県警の持ち物なので、そちらが

するのが確かに一番筋が通っている話だと思われますが、やはりこの智頭町にあ

る敷地で、でもしかしながら、土地は鳥取県警のものにはなるんですけど、やは

り智頭町の敷地にある限りは、それを有効活用をしてほしいというのが私の意見

でございます。なかなか難しい問題というのは分かっております。しかしながら、

ここを何とか一度検討していただいて、作戦を考えていただいて、アプローチす

ることで、やはり若者定住というのは、やはり今段階でどんどん整備していかな

いと流出してしまうという事例もありますので、一度持ちかえって検討していた

だくように願いたいんですけど、その辺を町長お聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  多分、先ほど言いました県営住宅の跡地も、それから警察

官舎の跡地も県の管財が管理している土地になるんだと思います。ですので、県

警だからとか、県営住宅だからとかいう話じゃなくて、多分窓口は一つなんです。

そして、あそこを無償で頂戴ねとはなかなか言えないわけです。当然、そこに、

横についてくる土地があるわけですから、下手に言うと、藪をつついて蛇を出す

ようなことにもなりかねないんで、かなり慎重なというか、ちょっと知恵を使っ

たような言い方をしていかなきゃ、あそこを頂戴ねと言うと、上の土地も一緒に

処分するよ、それでないとだめだよというような言われ方をもしかしたらされる
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かもしれないんで、一旦その言葉を出してしまったらもう後には引けませんので、

ちょっとそういったことも、どういう方策があるか分かりませんけども、ちょっ

と考えてみなきゃ、本当に手をつけるのは難しいかなという思いはしています。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  私も解体業とかも行っていまして、鳥取県警の郡家の警察

官舎の跡地を去年に解体したことがありまして、その中で、県警の課長さんと話

する中で、智頭町の警察官舎をどうにかしてほしいんだよなという話もちょっと

した経緯もあります。そうすると回答が、残しとっても維持管理等もかかってく

るし、しかしながら、そういう箇所がもう鳥取県でもすごい多い箇所にあるので、

順次に予算を立てて解体を行っていこうと思っていますということも言っていた

だいております。なので、本町としてもアプローチをすることで、そこを定住促

進住宅の土地として確保できれば、そこには何棟でも建てられるのかなというの

も、総務常任委員会としても思っておりますので、再度、最後になりますが、一

度、できるできないかは別として、持ちかえって検討していただきたい思いがあ

りますので、再度再度になりますけど、町長、考えを最後に、もう時間来ますの

で、最後にお聞かせ願います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  結果はどうあれ、ちょっと試しという言い方はちょっと失

礼になるんで言いたくはないんですけども、ちょっと慎重なアプローチをしてみ

ようというふうには思っています。あまり期待しないで待っといていただきたい

と思います。 

○議長（谷口雅人）  谷口議員。 

○７番（谷口翔馬）  私は、もう前向きな、もう今日で一番の前向きな回答だと

受け取りましたので、実際問題、鳥取県との話ですので、しかもお金が関わって

くる、予算が関わってくる話なので、難しい面というのは、こちらも分かってお

りますし、しかしながら、やはり行動してみないと、そういうのも改善できない

というのも町長も分かっておられると思われますので、そして、この智頭町がず

っと今後１０年、２０年、３０年と元気なまちであるようにというところは、町

長もずっと住民満足度の高いまちを目指してということも日頃言っておられます

ので、今行っている施策であったり、今後、新たな施策であったりというのが、

今後の若者定住対策について結果が結びつくことを願い、私の一般質問を終わら
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せていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  以上で、谷口翔馬議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午後 １時４７分 

再 開 午後 １時５５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西尾寿樹議員の質問を許します。 

  ２番、西尾寿樹議員。 

○２番（西尾寿樹）  議長の許可を得ましたので、通告どおり最後の質問をさせ

ていただきます。 

  平成９年からスタートした日本１／０運動、２０年以上を経過し、集落の取組

から地区単位での取組へと移行し、地区の旧小学校コミュニティを拠点とした福

祉事業や交流事業、企業誘致活動が成果を上げておられると思います。特に、先

月竣工式を迎えたいざなぎ振興協議会の長年の実績を踏まえ、地域住民が一丸と

なって始まったものと思われます。その中で、自助、共助、そして、公助が協力

して成し得た事業だと思います。町長、このゼロイチを長年見てこられたと思い

ますが、お気持ちをお聞かせ願います。 

  あとは質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員、具体的な（１）を。 

○２番（西尾寿樹）  じゃあ、続けさせていただきます。 

  とてもすばらしい事業であると思いますけども、やはり１／０村おこし運動と

いうことで、地元の集落でも１０年の事業を行い、収益を上げてきて、公民館の

増設、リフォームができました。お年寄りが２階によう上がらんといって始まっ

た事業でありますが、今までお年寄りが体操をしたり、団らんをしたり、一番使

ってもらえるようになりました。やはり、村のことは村で携わっていくべきと思

います。 

  そこで、町長、昔のように集落単位でゼロイチの活動を復活できないか検討し

ていただけませんか。 

  あとは質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  西尾議員の質問にお答えします。 
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  日本１／０村おこし運動ということであります。そもそもこの運動は、住民自

治、そして地域経営、そして最後に相互交流、この三つを柱にして、集落の中で、

きちんと出資をしながら、自分たちも金を出すんだ、業者からお金もらうんだ、

そして活動していこうよ、地域づくりをしていこうよというところから始まった

ものであります。 

  先ほど議員言われましたように、２０年ぐらいから始まったことであります。

その後、それぞれ経過して、地区ゼロイチの方向に変わっていったものでありま

す。そのままそれぞれの地区も補助金をもらえる、もらえないに関わらず、ずっ

と継続的に活動しておられる、そういったものだというふうに思っていますし、

これからもそういうふうに地域の活力の源として活動していってほしいなという

ふうに思います。 

  そこで、先ほど質問にありました復活できないかということでありますけども、

復活という言葉はありません。補助要綱は現在も施行中でありますので、これま

で取り組んでおられなかった集落は、これからも積極的に取り組んでいただけれ

ば、その補助要綱は生きているというふうに思っております。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  スタートしてから６年で１６集落を取組、活動の輪が広が

り、他の集落への影響を与えたと思います。村の誇りを集落に生活する一人一人

が努力して作り上げる運動であります。与えるものでなく、自己責任、自己決定

が主体の、まさに個人集落の自己実現を求めるものであります。 

  各集落、そして、その住民自治による村の活動のため、村でできることは村で

やり、村の宝を生かした収益を確保し、村の運営に貢献するため、ゼロイチの規

約を簡素化して始めることはできないか、これは、地区の振興協議会に任せてい

るものであるんですが、やはり１／０村おこし運動という名前がある限り、各村

が手挙げをすれば、もう一度できるんではないかという思いを持っておりますの

で、町長、もう一度所見をお願いいたします。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  先ほど申し上げましたとおり、１／０村おこし運動の補助

要綱は現在も残っております。ですので、新たな集落が手を挙げて活動するよと

いうことになれば、それはそれでよろしいんではないかと思いますし、それをま

ちとして否定するものではありません。 



－６９－ 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  例えば、役員数、年会費、補助金など減らして、取組やす

いようにすれば、もう一度集落単位での活動が復活するのではないかという思い

があって質問させていただいているのですが、いかがでしょう。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  もう一度という意味が今ひとつ分かりませんので、先ほど

から言っているとおり、新たな集落が声を上げられるのならば、それは否定する

ものではないということでありますし、今先ほど規約云々を言われましたけども、

規約はまちが作るものではありませんし、規約はそこの実施する主体が作られて

いますので、そこの規約の中身云々について、まちがどうこう言うことではあり

ません。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  質問に対しての答弁をいただきました。 

  次に、教育長に質問いたします。 

  教職員を数十年、長きにわたり携わってこられたと思います。行政職へ移られ

て半年がたちました。日々の向上を目指して。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員、いま一度、（２）の申告がございますが、放棄

されますか。 

○２番（西尾寿樹）  （２）を先ほど質問させていただいたんですが。 

○議長（谷口雅人）  ちょっと内容的に記載の部分とは違いがあるような気がし

ますが、いかがですか。 

○２番（西尾寿樹）  内容は一緒なんですが。 

○議長（谷口雅人）  よろしいですか。 

○２番（西尾寿樹）  はい。 

○議長（谷口雅人）  じゃあ、続けてください。 

○２番（西尾寿樹）  次に、教育長にもう一度質問させていただきます。 

  教職員を数十年、長きにわたり携わってこられたと思い、行政職へと移られて

半年がたちました。日々の向上を目指して、今思う気持ちをお聞かせ願えますか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  失礼いたします。宮本議員に引き続き、また今の状況、

そういうのを聞いていただきましてありがとうございます。４月に就任して以来、
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本町の教育の現状につきまして、様々な方にお知恵をいただきながら、探ってい

るところです。それで、今の私の感じていることを４点お答えします。 

  一つ目は、コロナ禍による行動制限が緩和されたことにより、社会教育を含む

様々な教育活動が、その本来の趣旨に立ち返って、精選や見直しを行いながら積

極的に実施され、従来の勢いが見え始めているように感じます。これは、企画・

立案・運営に関わる方だけではなく、地域の皆様のご理解やご協力によるものだ

と思っています。地域のすばらしい力を感じているところです。 

  それから、学校教育において、ＰＴＡ活動や学校支援ボランティアなど、学校

教育や教育環境の整備等に協力していただいております。ここにも地域の皆様の

力に感謝しております。今後は、何度も出てきますが、学校運営協議会の皆様と

学校の現状をオープンにして、教育内容がさらに充実していくように取り組んで

いきたいと思います。 

  二つ目です。本町は、先見の明のある教育行政がなされてきたことです。それ

は百人委員会、それからちえの森ちづ図書館の建設などに子どもたちが参画して

いることです。こども基本法が昨年６月に成立し、今年４月に施行されましたが、

その理念に、「全ての子どもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接

関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する

機会が確保されていること」とあり、まさにこのことを先取りした取組だったと

いうふうに私は考えております。そして、これらの事業に関わった子どもたちは、

智頭町に誇りを持ち、積極的に夢に向かって頑張っているというふうに聞いてお

ります。このことは、鳥取県が進めているふるさとキャリア教育の目指す姿にも

つながっています。引き続き、子どもたちの思いや願いを受け止めていく取組を

展開していくことが大切だと考えております。 

  三つ目です。三つ目は、本町には、国宝を初めとする国指定文化財や県指定文

化財、さらには、何度も言いますが、西日本最大級の縄文遺跡、誇るべき宝物が

豊富にあることです。しかし、残念ながら、町民に知られていないものや教育資

源として十分活用されていないものがあるような気がしております。学校教育や

社会教育を通して、私たち町民へ過去からの贈り物である多くの文化財を活用し

た学びや体験の場をさらに充実することで、町社会教育計画の基本目標にも迫っ

ていきたいというふうに考えております。 

  四つ目です。四つ目は、保育・教育・社会教育施設のことです。保育園、小学
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校、中学校、そして図書館など、教育施設が充実しております。しかし、一部に

老朽化している施設もあり、今後、戦略的に維持管理、更新することが求められ

ております。 

  終わりに、人口減少だけではなく、国際化、高度情報化を初め、多種多様かつ

高度な課題が山積しておりますが、私は、弱みこそ伸びしろだと考えて、どのよ

うにすれば解決できるか、議員の皆様のお力もいただきながら、丁寧に取り組ん

でいきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁ありがとうございます。これからは、行政職の目線か

らできることがあると思いますが、未来に向けて、子どもたちの学習環境をどの

ように整えていくか、智頭町の子どもたちの学力アップに対して、少し思いがあ

ったらお聞かせ願いたいのですが。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  学力というのは、いろんな見方がございますが、点数で

分かる学力、それから何度もありますが、点数に表れない学力、いろいろあろう

かと思います。例えば、点数に表れる学力として、全国的に取り組まれているテ

ストがございます。そういうものの課題を５つ取り組んでいきたい。それから、

この場でも、今日でも話題になりました先生方の教育力の向上、そういうものを

含めて、それから、それを基盤となる見えない学力の向上、そういうものも含め

て、総合的に子どもたちを育てていくということを、今、校長先生、それから園

長先生をはじめ、議論して、そしてそれを先生がそれを受けて、しっかり子ども

たちと関わっていただくことを目指しているところです。具体的にどの教科がど

うのこうのについては、今は控えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁をいただきました。 

  次に、重なる質問になるかもしれませんが、智頭町は、鳥取県下で最初にタブ

レットを導入されたと聞いております。このタブレットを活用して、智頭町の採

用されている外国語指導助手（ＡＬＴ）の方を最大限に生かして、英語の学力の

強化をどのように考えておられるか、全国学力テストでは、鳥取県は英語の学力
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が平均値より低いそうです。こういったことを踏まえていかがでしょう。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  ご質問ありがとうございます。議員からお尋ねありまし

た英語科の活用ですが、このタブレット活用につきましては、宮本議員とか岡田

議員のときにお話させていただきましたが、もう一つ、今後の可能性を広げる取

組がございますので、紹介させていただきたいと思います。 

  智頭町では、先ほどお話していただきましたように、１人１台端末を活用して、

ＡＩ技術を活用した教育機関向けの英語学習クラウドを採用しております。これ

ＡＩ技術を利用したものですが、これには、発音から発話解析エンジンというも

のが軸になって、スピーキングを中心とした４つの技術別のエクササイズを行う

ことができるというふうに聞いております。実際、私は使ったことはありません

ので、実際はよく分かりません。そのように聞いております。授業の後半で単語

や短文を何度も聞き、自ら発音して、その発音について、学習者一人一人が端末

から、その学習者に応じてフィードバックを受けて、それを受けながら、繰り返

し学習していくというシステムです。取組を始めてまだ半年ほどしかたっており

ませんが、生徒の発音が変わってきたというふうに指導者のほうは感じていると

いうことです。 

  それから、先ほどＡＬＴの話がありましたが、このたび新しいＡＬＴが入って

きておりまして、大変元気で、子どもたちと関わりながら、一生懸命授業をして

いただいているということで、すばらしいＡＬＴが配属されたというふうに思っ

ております。ＡＬＴというのは、アシスタントということですけど、もともとは

高校の社会科の先生でして、とっても子どもたちの扱いもいいし、自分一人でも

授業をできる力を持ったすばらしい方ですので、これから子どもたちの学力、英

語についての学力は向上していくんじゃないかというふうに期待しているところ

です。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁いただきました。これも重なるかもしれませんが、タ

ブレットと競合するということで、活用法の中に対話型のＡＩを使った勉強の在

り方というものがあるということを聞きまして、午前中の議員の方に答弁されて

おりましたけども、１３歳以上だということで、中学生からの使用だということ
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ですけども、対話型というのは、私なんか単語から始めた人間はちょっと拒否反

応示したこともあるんですけども、こういう文章から始めるというのは、そこに

何か取組やすい教材じゃないかと思うんですが、そういったところは少しお話し

いただけませんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  まず、生成ＡＩの中でＣｈａｔＧＰＴというのは、いわ

ゆる音声によるものではなくて、文章に文字による対話ということになると思い

ます。ただ、初めにお話させてもらったように、外国の人とつながることができ

ます。タブレットで。ですから、そこで直接、本当にリアルな、向こうにある人

との会話を通して、さらに子どもたちの会話の力をつけていくことが求められて

います。これは、例えば一斉授業でしたら、一つの課題というか、一つの言葉で

やり取りするわけですけれど、タブレットということになると、個別な課題にお

いて、こうしてできるわけですから、それにおいて、また一人一人に応じた学習

になるというふうになっております。何といいますか、ＡＩが日本語を英語で訳

してくれるというのが、また、ほかにもそういう機能を持っているものがあろう

かと思いますけど、そういうものも大切にしながら、利用しながらやっていくん

じゃないかなと思います。これからどんなものがさらに出てくるかちょっと私も

見当はつきませんけれど、あれはなんですか、ロボットがありますよね。ロボッ

トでも英会話で話ができるというふうになっておりますので、そのことも含めな

がら、子どもたちの力がつければなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁いただきました。ありがとうございます。文部科学省

が取組としております高校生向けの会話のやり方というものをタブレットで行う

ということなんですけども、これを９月から実証実験を始められると。これをま

だこれから未来先永劫になるかもしれませんけども、小学生の頃からできるよう

にという思いがありまして、すれば、最初のとっつきやすさが絶対出るんではな

いかと思いますので、そういった思いを少し持っていただければというふうに思

っておりますが。 

○議長（谷口雅人）  田中教育長。 

○教育長（田中 靖）  確かに英語力というか対話力をつけるには、そういう方
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法があるかもしれませんけど、一番大事なのは、相手への顔を見ながら、姿を見

ながら、どういう思いを持ってしゃべっていくかということが、やはり一番のコ

ミュニケーションの大事なことだと思います。そのコミュニケーションの一つの

道具として、英会話、英語があるんではないかというふうに私は思っております

ので、直ちに英語の力をつけるためには、そういうＡＩをして、画面に向かって

というのはあろうかと思いますが、それよりは、今、小学校で取り組んでおりま

す本当にリアルな環境の下で、ＡＬＴさんも含めて、それから、子どもたちが外

国語活動という活動として、隣の友達と話をしながら、何かカードを持ってこん

なんいろいろしたり、動きもあったりというような、そういう活動もやっており

ます。ですから、今言っておられるのは、英会話の力をさらに進化させるための

こととしては、そういうのはあろうかと思いますが、低学年としては、やはり楽

しく、わーわー言いながらもやっていくのが大事かなというふうに思っておりま

すので、今のところ、そういうものを低学年に導入するというつもりは、今のと

ころはありません。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁をいただきました。 

  最後に、令和４年６月に智頭農林高校生全学生に向けて、アウトプットの場と

して、智頭町実践塾が立ち上げられました。週４回、３時間程度のコーディネー

ターとの話し合いの中から、居心地の良い空間づくり、各学生がやりたいこと、

知りたいことを提案して、魅力化コーディネーターがそれをサポートしていくと

聞いております。１年と２か月たった今、その現状をお聞かせ願いたいです。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  農林高校の魅力化事業で拠点を立ち上げまして、現在ＢＡ

ＳＥ Ｃｏｎｎｅｃｔ（ベースコネクト）、こういうふうに銘打って、学生の思

いに寄り添いながら、２名のコーディネーターと農林高校の先生が一緒に試行錯

誤しながら活動している状況であります。開所時は、なかなか学生が立ち会って

くれないという状況が続いていましたけども、日本語学校の生徒とカレー交流会

の開催、それから、自分たちでかき氷を作ったり、ミニスポーツ大会を開催した

りと、ＢＡＳＥ Ｃｏｎｎｅｃｔ（ベースコネクト）の認知度も向上しまして、

夏休み前には、１０人程度の学生が立ち会ってくれるようになっております。 



－７５－ 

  この事業の目的である農林高校で学習した知識や技術を実社会の中で生かせる

力を身につけること、そして、農林高校の入学生を確保し、高校存続へつながる

事業として実を結ぶ、こういったことにはまだまだ時間を要します。引き続き農

林高校と連携しながら、地道に進めていく必要があるというふうに考えておりま

す。 

  また、今年度は、農林高校として新たに県外生募集のプラットフォームである

地域みらい留学にエントリーしております。このＢＡＳＥ Ｃｏｎｎｅｃｔ（ベ

ースコネクト）の魅力としてＰＲすることで、一人でも多くの学生を受入れ、こ

ういったことが実現していくことを農林高校としても共有していきたいというふ

うに思っております。 

  なお、このＢＡＳＥ Ｃｏｎｎｅｃｔ（ベースコネクト）は、農林高校生に限

らず、町内高校生の利用してもらうことも想定しておりますので、今後は、この

農林高校生と町内の高校生の交流、こういった相乗効果を発揮していくことを期

待しているところであります。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  答弁いただきました。この場を智頭農林高等学校の全国へ

の情報発信の場としてアピールしていただき、活躍していただくことを望みます。

そして、学生全体を巻き込むようなイベントをやってみたいと魅力化コーディネ

ーターの方も言っておられました。そのときには、町長、まち全体でバックアッ

プしていただけますでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  いただけますでしょうかということじゃなくて、西尾議員

も一緒になってやってもらえると非常に助かるなというふうに思っています。そ

の中身というか事業の内容を聞いてみないと分かりませんけども、そういうこと

はどんどん一体と、当然これはコーディネーターだけの話じゃなくて、学生も農

林高の先生方も町民も一緒になって、そのＢＡＳＥ Ｃｏｎｎｅｃｔ（ベースコ

ネクト）というものを発信していき、それが先ほどの答弁の中で言いましたよう

に、今回３クラスかな、三つのものが二つになるというような流れも出てますん

で、それが、即、農林の学校がなくなるということではないですけども、少しで

も農林高校がアピールできるように、そして、定数割れしている学生といいます
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か、子どもたちの数が少しでも多く農林高校に来てもらえるように、そういった

ことも踏まえて、下宿といいますか、そういった宿泊機能のあることも整備して

いますんで、一緒になって考えていっていただければというふうに思います。 

○議長（谷口雅人）  西尾議員。 

○２番（西尾寿樹）  町長の答弁で、私もできることは全てやってみたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

  前向きな答弁をいただいたと思っております。これで私の質問は終わります。

今日は、最後までおつき合いいただきました。 

○議長（谷口雅人）  以上で西尾寿樹議員の質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全部終了しました。 

  本日は散会します。 

 

散 会 午後 ２時２２分 
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